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昭和 30年代から 40年代前半に至る銀行検査の考察

『金融検査の要領』 に基づく地方銀行の検査結果と銀行検査行政
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は じ め に

本稿の目的は, 『金融検査の要領』 が銀行検査

マニュアルとして機能した昭和 34年から昭和 42

年に至る 9年間を対象に, 銀行検査の内容推移を

考察することである｡ 『金融検査の要領』 は, 戦

後初の銀行検査マニュアルである 『新しい銀行検

査法』 の後を受けて, 銀行検査のよりどころとなっ

た(1)｡ 『新しい銀行検査法』 は, GHQ/SCAPか

らの要請と, 戦前から引き継いだ日本の銀行検査

の伝統が融合した銀行検査マニュアルであり,

GHQ/SCAPの影響を受けて策定されたその内容

には, 検査当局である大蔵省や邦銀にとって馴染

みの薄いものもあった｡ この点, 新しい銀行検査

法には従来の銀行検査の慣習に沿って抵抗なく実

施されうる部分と, 試行錯誤を余儀なくされる部

分が混在していたと考えられる｡ 『金融検査の要

領』 の特徴を際立たせるにあたっては, 『新しい

銀行検査法』 との内容比較を行う｡

本稿の分析手順は以下の 4つのプロセスを踏む｡

�『金融検査の要領』 の検査基本方針の特徴を,

『新しい銀行検査法』 の検査基本方針と比較する

ことにより明確化する, �『金融検査の要領』 で

使用される検査報告書類の特徴を, 『新しい銀行

検査法』 の検査報告書類と比較することにより明

45

社会科学論集 第 128号 2009. 10

目 次

はじめに

第 1章 『金融検査の要領』 の成立とその背景

1�1 金融検査の要領の考え方

1�2 金融検査の要領の ｢検査の体系｣ に見る基本指針

1�3 地方銀行の検査結果と銀行検査マニュアルの内容変化

第 2章 『金融検査の要領』 の検査報告書類

2�1 検査報告書類体系の変化

2�2 金融検査の要領の検査報告書類の特徴

第 3章 『金融検査の要領』 と銀行検査実務

3�1 検査指摘の構成

3�2 金融検査の要領に基づく銀行検査結果

第 4章 検査指摘と検査部の認識推移

4�1 経営管理

4�2 貸出金

4�3 預 金

4�4 損 益

おわりに



確化する, �『金融検査の要領』 に基づいて実施

された銀行検査結果を, 昭和 34年から昭和 42年

まで時系列的に検討し, その特徴を明確化する,

�地方銀行を中心とした金融機関に対する大蔵省

銀行局検査部の問題認識を昭和 34年, 37年, 43

年の 3つの時点で捉え, その推移を考察する(2)｡

昭和 30年代から 40年代前半の銀行検査行政の

考察は, 『金融検査の要領』 を中心に置き, 銀行

検査結果と銀行局通達や講演・論文を比較するこ

とにより, 銀行検査行政と銀行監督行政の相互関

係を分析する｡ 銀行検査マニュアルを頂点とした

銀行検査行政の検討スキームは図表 1の通りであ

る｡

昭和 30年代から 40年代前半に焦点を絞って,

銀行検査マニュアルに沿って実施された銀行検査

結果と, 銀行検査行政にどのような特徴があるの

かを分析した先行研究は存在しない｡ したがって,

本稿のテーマへの接近方法としては, まず, 『金

融検査の要領』 の特徴を明確化し, 同検査マニュ

アルに基づいて実施された銀行検査の指摘内容の

時系列的変遷を考察するという方法を採用した｡

また, 昭和 30年代から 40年代前半にかけての銀

行監督行政の推移については, 『昭和財政史』 に

総括的な研究成果がまとめられているので, 同書

を銀行監督行政史の参考文献として参照した(3)｡

第 1章では, 『金融検査の要領』 の検査基本方

針を, 『新しい銀行検査法』 の検査基本方針と比

較する｡ 具体的には, 金融検査の要領の考え方を

新しい銀行検査法との比較において, �銀行検査

の目的に対する考え方, �銀行検査の性格に対す

る認識, �銀行検査の方式, �検査順序について

の考え方の 4項目に分けて考察する｡ また, 金融

検査の要領に記述された ｢検査の体系｣ に基づい

て, その基本方針を明らかにする｡ さらに, 『新

しい銀行検査法』 が, いかなる地方銀行の現実に

直面して内容変化し, 『金融検査の要領』 に帰着

したのか, という点について検査指摘内容の変化

との関わりから考察する｡

第 2章では, 『金融検査の要領』 で使用される

検査報告書類の特徴を, 『新しい銀行検査法』 の

検査報告書類と比較することにより明確化する｡

これは, 検査報告書類が銀行検査マニュアルで示

された検査の基本方針を実務に展開する上でのツー

ルであるだけでなく, 検査官と被検査銀行のコミュ

ニケーション・ツールとしての役割を果たし, か

つ, その時々の検査方針を最も端的に示すもので

あるとの理解に基づいている｡ したがって, 異な

る時点の報告書類を比較することは, 銀行検査マ
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図表 1 昭和 34年度から昭和 42年度に至る銀行検査行政の検討スキーム

注：『金融検査の要領』 が銀行検査マニュアルとして機能した期間 (昭和 34年から昭和 42年度) を対象に, 銀行

検査結果および検査マニュアルの内容変遷を, 『新しい銀行検査法』 との比較において探る｡ 両矢印で示した

資料同士を比較検討することにより, 銀行検査マニュアル, 銀行検査結果, 通達, 講演・論文相互の関わりを

探る｡

銀行検査結果

本稿の検討対象期間におけ
る, 銀行検査マニュアルと
銀行検査結果の比較検討

『新しい銀行検査法』 と
検査結果の比較まとめ

『金融検査の要領』『金融機関の検査』

検査マニュアルの内容比較
および検査結果を介した検
査方法の変遷の考察

『新しい銀行検査法』

銀行局通達
検査部講演・論文

比較 比較



ニュアルの特徴を際立たせる上で重要である｡

第 3章では, 『金融検査の要領』 に基づいて実

施された銀行検査結果を, 昭和 34年から昭和 42

年まで時系列的に比較し, その特徴を明確化する｡

第 4章では, 地方銀行を中心とした金融機関に

対する大蔵省銀行局検査部の問題認識を昭和 34

年, 37年, 43年の 3つの時点で捉え, その推移

を考察する｡ 具体的には, 『金融検査の要領』,

『検査から見た地方銀行経営』, 『金融機関の検査』

を比較する｡ 昭和 43年発刊の 『金融機関の検査』

を先取りして検討するのは, 同検査マニュアルが

昭和 42年までの検査結果を反映したものと考え

るからである｡ 尚, 『金融機関の検査』 について

は, 稿を改めて別途分析する｡

第 1章 『金融検査の要領』 の成立と

その背景

『金融検査の要領』 の成立とその背景を探るに

あたっては, 『新しい銀行検査法』 の成立経緯を

踏まえた上で, 銀行検査マニュアルに含まれるべ

き基本的事項を中心に比較検討する｡ また, 銀行

検査の基本コンセプトに加えて, 銀行検査実務で

使用される報告書類を比較検討することにより,

検査実務レベルでどのような見直しがなされ, そ

の結果 『金融検査の要領』 ではいかなる実態把握

が重視され始めたのかを考察する｡ 本稿では検査

で用いられる検査報告書等の主要検査書類を ｢検

査計表｣, 付属の計表を ｢付属計表｣ とし, これ

らをあわせて ｢(検査) 報告書類｣ と呼ぶ｡

『新しい銀行検査法』 が直面していたであろう

矛盾や現実との乖離は, 銀行検査結果に最も端的

に表れるので, 昭和 27年度から昭和 33年度に至

る 7年間の銀行検査結果に基づいて, 新しい銀行

検査法の内容が変更された原因を探る(4)｡

1�1 金融検査の要領の考え方

『金融検査の要領』 の銀行検査に対する考え方

を考察するにあたっては, 『新しい銀行検査法』

との比較において, 基本的事項を比較検討するこ

とにより, その特徴を浮かび上がらせる｡ 比較検

討する項目は, �銀行検査の目的に対する考え方,

�銀行検査の方式, �検査順序についての考え方,

の 3項目である｡ 両検査マニュアルの比較結果は

｢別表 『新しい銀行検査法』 との比較による 『金

融検査の要領』 の内容検討｣ に示す｡

『金融検査の要領』 で示されている銀行検査の

目的は, �金融機関の経営内容の健全性の検討,

�金融機関の機能発揮の検討, �公正な業務運営

の如何の検討の 3つであるが, この中には ｢信用

秩序の維持｣ という項目は見られない｡ これは,

信用秩序の維持が検査の目的として具体的項目で

明確化されないまでも, 検査の目的としてインプ

リシットに組み込まれているからである｡ 銀行検

査当局が個別事項をミクロレベルでチェックする

のに対して, 銀行監督当局は, 法令制定や金融機

構全体の機能強化を目指したマクロ的観点からの

施策を打ち出す機能を有しているので, その役割

を担う大蔵省銀行局銀行課は, 信用秩序全体を銀

行の公共性を構成する概念として認識する(5)｡

『金融検査の要領』 による銀行検査の 3番目の

目的である, ｢公正な業務運営如何の検討｣ は,

遵法性に関わる検査のみならず, 経営の合理性や

業務処理の適正性等の観点を幅広く含むものと考

えられる｡ 『新しい銀行検査法』 では銀行の公共

性と安全性を括る概念として ｢銀行の健全性｣ が

重視され, 昭和 33年度に至るまでは健全性確保

を第一義に置いて検査行政が運営された｡ 新しい

銀行検査法の下で, ｢銀行の安全性確保を目的と

する監督法令遵守｣ と ｢経済監督法令の遵守｣ が

相矛盾したために, 結果として銀行検査が機能し

なかった事例は, 地方銀行に対する検査指摘を見

る限り存在しない｡ 金融検査の要領では, 銀行法

で示された銀行の公共性の概念に平仄を合わせる

形で, 検査の目的を設定した｡

銀行検査の方式についても, 『新しい銀行検査

法』 は米国の銀行検査から多くの影響を受けてい

る｡ それを 5つのポイントに要約したのが, �科

学的検査基準の確立による統一的検査, �検査と

監督行政の分業, �徹底した実証主義, �法律の

遵守, �株主勘定の重視である｡ 『金融検査の要

領』 では, これら 5つのポイントのうち 2つに対
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して批判的である｡ ｢検査と監督行政の分業｣ は

GHQ/SCAPが米国の銀行行政をもとに, 日本に

おいて今後あるべき姿としての理念を述べたもの

であるが, 銀行監督行政と銀行検査行政が銀行局

内で執行されている大蔵省の現実とは乖離してい

た｡

『新しい銀行検査法』 における ｢徹底した実証

主義｣ の考え方は, 臨検を前提にした銀行検査を

想定していたため, 書面検査は必ずしも実証主義

に基づいた銀行検査を満足するものではなかった｡

この点について, 『金融検査の要領』 では銀行検

査における実証主義を広義に捉え, 過去の検査成

績に基づいた臨検先の抽出検査, 書面検査を効果

的に織り交ぜた検査を実施する根拠を明確にした｡

従来から存在した, 総合検査, 特別検査に簡易検

査を加えて, 重点検査事項を定めた検査を目指し

たのも, 実証主義的検査の理想に対して実務レベ

ルで合理的に対応しようとする工夫の表われと考

えられる｡

銀行検査の順序は両検査マニュアルで大きく異

ならない｡ 銀行検査を効率的に実施しようとした

場合, 最初に現物検査を実施することは, 銀行サ

イドの隠蔽やごまかしを妨げる意味でも洋の東西

を問わず正当な手順であると思われる｡ また, 実

務の実態を把握した上で経営者との面談に臨み,

経営方針の説明を受けて後, 評価を行うのも世界

標準の検査順序であると思われる｡ 検査順序が両

検査マニュアルで異ならない理由は, これらの点

に求められる｡

検査実務と検査順序は互いに規定し合う関係に

ある｡ つまり, 検査実務が同一であれば, それを

効率的に実践する検査順序が定まるであろうし,

同一の検査順序を前提とすれば, それに適した検

査実務が定まるであろう｡ したがって, 銀行検査

の実務においても両検査マニュアルの間でその内

容に著しい差異は見当たらない｡ 銀行検査実務を

通して, 勘定科目別の個別検査付表レベルでは改

良が加えられたと思われるので, これについては

報告書類に基づいて詳細に検討する｡

『新しい銀行検査法』 の総論部分で特徴的であ

るのは, 指導検査と摘発検査の関係について論じ

ている点である｡ その趣旨は, 従来から両者が相

対立する概念として論じられてきたものの, いず

れも検査の目的を達成するための手段であり, 同

じ目的を別の方向から言い換えたものに過ぎない

というものである｡ 『新しい銀行検査法』 の編著

者である山本菊一郎は比較的中立の立場をとって

いたが, 指導検査と摘発検査に関わる議論は戦前

から新旧 2つの派閥を検査部内に形成していた(6)｡

『金融検査の要領』 にはこの点に関する記述は見

られない｡

『金融検査の要領』 では, 銀行検査権限を銀行

法等に根拠を有する行政上の任意調査権であるこ

とを明記している｡ これにより, 司法上の強制捜

査権や許可状を用いて調査する強制調査権と銀行

検査権の淵源が基本的に異なることを検査官に認

識させ, 自分に与えられた権限の範囲内で検査を

実施するよう教育的意味を含めた記述を行ったも

のと解釈される｡

検査の体系に関する 『金融検査の要領』 の記述

は, 検査による実態把握とそれに基づいた検査判

断に至るプロセスを詳述したもので, 『新しい銀

行検査法』 には見られない｡ これは以後の銀行検

査実務の基本方針となる重要な記述を含むと考え

られるので, 次節で分析する｡

1�2 金融検査の要領の ｢検査の体系｣ に見る

基本指針

｢検査の体系｣ は, 『金融検査の要領』 で初めて

明定されたものである｡ その内容は, 検査で把握

した事実を分析検討して得られた結果を取捨選択

し, 軽重を定めて総合判断を下すまでの考え方の

体系をまとめたもので, 検査実務の基本指針とな

る｡ 大きな判断基準は, ｢健全性の確保｣ と ｢公

共性の発揮｣ であり, 前者はさらに, �資産負債

の構成と内容, �資産査定と正味自己資本, �損

益, �業況の推移, �経営管理, 株主, 役員の 5

項目に分かれている｡ これに ｢公共性の発揮｣ と

｢内部監査｣ を加えて, 項目別に内容を概観する(7)｡

資産負債の構成と内容

『金融検査の要領』 では, 金融機関の健全性を
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一般企業の信用分析に対比して説明している｡ 企

業の信用分析では, 当座比率, 負債比率, 固定比

率等により, 資本構成と資産構成の状況を観察す

るが, 金融機関の健全性については, 支払準備率,

流動性資産の預金に対する比率, 預貸率, 不動産

保有率, 自己資本の外部負債に対する比率等につ

いて行政指導上の基準比率が設けられている｡

金融機関が一般企業と異なるのは, 高い資産の

流動性が求められる点で, これは金融機関の経営

の健全性のみならず, 信用創造が国民経済に及ぼ

す影響を考慮しているためである｡ しかし, 流動

性を高く保つと資金の運用効率が低下し, 収益性

が落ちる｡ ここに金融機関の流動性と収益性の矛

盾する要請を調節するという経営上の重要課題が

存する｡

普通銀行における支払準備は, 第 1線準備とし

て, 現金, 日銀預け金, 郵便振替貯金, 地金銀外

国通貨, 第 2線準備として, 銀行預け金, コール

ローン, 銀行引受手形, 第 3線準備として, 国債,

公社債, 地方債, 金融債, 担保付社債, 外国証券

に分類される｡ 支払準備率は同率でも, これらの

内訳構成がどのようになっているかは金融機関の

資金事情によって異なり, 収益性にも差異が生じ

る｡ つまり, 支払準備率を実態に即して正しく算

出するよう, 厳密に支払準備を構成する資産の内

容を把握することが重要である｡ これは, 形式的

真実性から実質的真実性の検討が重要であるとい

う考え方に及ぶもので, 現物検査及び個々の資産,

負債の内容検討によって検査目的が果たされる｡

資産査定と正味自己資本

『金融検査の要領』 では, 資産査定は預金者保

護のために資産の健全性を確保する観点から実施

され, 自己資本の維持は, 資産の健全性確保のた

めの担保であるという考え方が明確に打ち出され

た｡ 昭和 34年時点では, 資産, 負債, 資本の金

額的な比較のみであり, 自己資本比率という考え

は示されていない｡ つまり, 金額の大小とは関わ

りなく, 預金払い出しへの対応が, 健全な資産で

保証され, かつ不健全な資産は自己資本部分で担

保されていれば良いという考えが, 金融検査の要

領の基盤にあったと思われる｡ したがって, 預金

を取り込んで, それを健全に運用し, 不健全資産

を自己資本の範囲内に収めている限り, 銀行は理

論的にはその規模を無限に大きくすることができ

る｡

銀行の規模増大の歯止めとしては, 収益性のチェッ

クポイントがある｡ しかし, 『金融検査の要領』

における収益性確保のしばりは, 自己資本を食い

潰さない程度の収益性を確保することを期待して

いるに過ぎず, 積極的に資本勘定を増強し, 足腰

の強い銀行を作り上げるための収益増強という視

点は存在しない｡ この点に, 銀行の規模の経済性

を重視した日本の銀行監督行政の特徴があり, 激

しい預金増強競争に象徴される邦銀の業務運営の

原点が見られる｡

健全な資産を積み上げるための原資としての預

金吸収という側面が忘れ去られ, 単純な預金規模

拡大競争に走り, その行き過ぎが粉飾預金, 歩積

両建預金等の好ましからざる現象となったと思わ

れる｡ つまり, 銀行経営者が銀行の公共性に根差

した本来の目的を忘れ, 本末転倒の経営に走った

結果, そのマイナス面が検査で指摘されることと

なった｡ これは, 目先の預金規模拡大を追いかけ

ないですむような銀行監督行政が施行されていな

かったところに根本的な問題があり, 『金融検査

の要領』 もその欠陥を補完する内容とはなってい

なかった｡ 自己資本比率規制に対するチェック機

能を検査部が果たさない限り, 過度の預金獲得競

争とそれにともなう好ましからざる慣習は, 邦銀

の構造的欠陥として存在し続けることになる｡

損 益

『金融検査の要領』 では, 金融機関の健全性の

基礎を固めるものとして, 流動性と確実性に次い

で収益性を重視している｡ 同検査マニュアルには,

｢業務運営基準一覧表｣ が掲載され, 当局通達で

昭和 34年以降新たに定められた分析指標により,

流動性, 確実性, 収益性が重視されることとなっ

た｡ これは, 銀行監督当局と検査当局が問題意識

を共有している証左でもあると考えられる(8)｡

収益性に関する検査のポイントとしては, �資
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産負債の量と質を集約的に反映する損益の状況か

ら遡って, 資産負債の量と質を再検討し, 資産負

債の確実性, 流動性を維持する方策を探求するこ

と, �経営管理上の諸方策が具体的に現れている

経費支出の状況を検討し, 金利の妥当性を検討す

ること, �為替, 代理貸, 債務保証等の業務に伴

う収入について, 主としてそれが安定的であるか

どうかの観点から検討すること, の 3点があげら

れている｡

損益の状況から遡って資産負債の量と質を再検

討するという発想は, 『新しい銀行検査法』 には

見られなかったものである｡ これは, 金融機関の

収益は, 資産負債の量と質をどのように構築, 維

持するかによって増減するもので, 金融機関のパ

フォーマンスの総合成績に等しいという考え方で

ある｡ 金融機関の総合成績である収益の源泉を分

析し, 収益増大のためには, いかに優良な資産を

積み上げ, 適正な流動性を保持するか, また, 本

源的預金のような負債をいかに安定的に確保する

かという原点に戻って検査し, 提言することが重

要であるとされている｡

経費は, 経営管理上の諸方策との関係から妥当

と考えられる範囲で支出されるべきで, 経営管理

上, 無駄な支出はひかえるべきであるというのが,

『金融検査の要領』 で示される考えである｡ また,

『金融検査の要領』 は金利水準の妥当性に加えて,

為替, 代理貸, 債務保証等, サービスを対価とす

る収入の安定性が重要であるとしている｡ サービ

スを対価とする収入を安定的に確保するか否かは,

銀行経営者の業務運営方針次第である｡ 為替手数

料収入を安定的に確保しようとすれば, 顧客基盤

の拡大と支店網の整備が長期的課題となり, 代理

貸手数料, 債務保証手数料を増加させるためには,

与信先の業況を把握し, どのように信用リスクを

最小化して顧客ニーズに応えるかが課題となる｡

銀行検査は, 各行の収益実態をキーにして, 資産

負債をどのように積み上げ, 非金利収入の源泉を

どのように確保するかという経営者のパフォーマ

ンスをチェックする役割を果たすことになる｡

業況の推移

｢業況の推移｣ においては, 検査の第 1の目的

を, 検査時点での支払能力の実態を把握すること

としながら, 現状に至るまでの過去の経緯を調べ,

それに基づいて将来を予測すべきことを強調して

いる｡ つまり, 検査対象銀行のパフォーマンスを

時間軸に沿って検討することにより, 銀行経営者

にアドバイスする重要性が説かれている｡

経済情勢の変動を考慮しつつ, 経営基盤の変動

を予測して, その予測結果を銀行検査に役立てる

という手法は, 明治期の国立銀行検査以来の伝統

であるが, 明治期においてはマクロ経済, 経営環

境分析の結果が必ずしも有機的に検査結果と結び

ついていないところに問題があった｡ 『金融検査

の要領』 では, マクロ経済分析と検査結果の相互

連関が重要である点を強調している｡ 同種の金融

機関との比較, 地理的な観察, 顧客が属する社会

階層別分析等については, 個々の銀行に対する検

査結果の比較が重要と思われる｡ したがって, 検

査結果の横並び比較を可能にするためには, 検査

手法や検査帳票のフォーマット統一による検査の

均質化が不可欠であった｡ 政府, 日銀による通貨

金融政策と銀行経営の連関については, 銀行経営

者サイドの問題であると同時に, 政府, 日銀サイ

ドが自らの政策内容を浸透させる努力にも負うと

ころが多い｡

経営管理, 株主, 役員

経営管理についての検査は, 計数等による量的

判断の裏付けを調査するものであることを, 『金

融検査の要領』 は明確に打ち出している｡ その判

断の切り口は, ｢計画性｣ と ｢合理性｣ であり,

この両面から, ｢機構｣, ｢不祥事件の防止｣, ｢人

事管理｣, ｢業務管理｣ の実態を考察すべきとして

いる｡

｢機構｣ についての検査の切り口は, �業務配

分の妥当性, �権限と責任の明確化, �命令系統

の統一化である｡ これらは, いずれも計数による

実態把握が困難な事項であり, しかも, その実態

は書類検査だけではなく, 動態観察や責任者, 担

当者への質問によらなければ把握できないものば
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かりである｡ 換言すると, これらの切り口は, 計

数等によって把握される業務の実態を支える基礎

インフラの整備状況を検査するものにほかならな

い｡

｢不祥事件の防止｣ に実務的な効果があるのは,

内部監査と人事管理であるとしながらも, 最も必

要なことは, 経営者並びに幹部が公共の認識に徹

することであるとしている｡ これは, 経営者や幹

部自らが犯す可能性のある不祥事件の発生を牽制

する意味と, 経営者が公共の認識に徹し, 社員教

育を行い, 銀行業務の基礎は信用であることを社

内に徹底する意味があると思われる｡ 銀行の綱紀

のゆるみで最も深刻なのは, 経営者の無自覚に発

するものであることを戒めたものと考えられる｡

｢人事管理｣ においては, 検査による給与レベ

ルの高低に関する判断は, 金額的なものに限らず,

実質的判断が重視されている｡ 大手都市銀行と地

方銀行では厚生施設のレベルが異なるし, 都市部

と地方の物価レベルも実質的な処遇に関係すると

考えられる｡ ｢業務管理｣ では, 原価計算, 店別

経営比較と予算統制を重要な管理ツールとしてい

る｡ 原価計算は原価意識の向上と採算計算の厳格

化, 店別経営比較は支店ネットワークの効率活用

を目的とした管理ツールである｡ 店別経営比較は

独立採算制の導入を前提としているが, 支店レベ

ルの採算性を正確に把握しようとすると, 本部経

費の支店配賦等を合理的に実施する必要があり,

管理会計の導入が必須となる｡

独立採算制に対する基本的な考え方は, 昭和

33年当時, 検査部審査課課長補佐であった小池

謙輔の講演で明確にされている(9)｡ この講演で小

池は, 独立採算性導入の目的として, �支店単位

で最高の能率を上げること, �本部の考える独立

採算の考え方を支店と共有し, 支店が近視眼的な

採算追求に走らないようにすることの 2点をあげ

ている｡ つまり, 店別経営比較は支店が最高の能

率を上げ, かつ近視眼的な採算追求に走ることの

ないように, 本部と同じ目線で行動することが前

提で成立する｡

予算統制は, 資金予算と損益予算に分けられる

としている｡ 昭和 33年当時, 検査部長であった

福田久男は, 地方銀行の経営者に対して行った講

演会で, 銀行経営の健全性を ｢資産の健全性｣ と

｢損益の健全性｣ に分けて整理するとともに, そ

れを達成する手段を ｢資金繰り｣ と ｢経費予算制

度｣ とした(10)｡ 『金融検査の要領』 は, この福田

の資金繰りに対する考え方を資金予算に対応させ,

経費予算制度を損益予算に対応させて予算統制を

体系化した｡ 福田が講演で示した, B/S, P/L全

体をカバーするための理論的基盤と実務対応は,

銀行検査マニュアルでより明確に定式化された｡

『金融検査の要領』 では, 資金予算と損益予算

の関係として, 資金予算を損益予算に優先させる

ものと位置づけている｡ 資金予算は資金繰りの前

提として, 預金計画と貸出計画があり, 両者の時

期的なズレを調整するものを資金繰りと位置づけ,

調整すべき変数を貸出計画としている｡ 損益予算

は資金予算の成立後, 運用収益, 支払利息予算を

立て, 経費予算と為替, その他の役務関係収益予

算が加えられて編成される｡ つまり, 銀行経営に

おいて最優先されるべきものは資金繰りであり,

それを確保して後に損益計画が立案される｡

株主及び役員は, 銀行経営の状態を検査するに

あたり, 与件とみなすべきことが明確に示されて

いる｡ 経営内容の不良が経営トップ, 役員の資質

に原因があると結論づけがちな陥穽があることを

注意喚起し, 経営内容悪化の直接的原因を探るべ

きことを強調している｡ また, 役員に対する批判

や伝聞を鵜呑みにすることを戒め, 株主, 役員に

関する客観データに基づいて, 株主については経

営に対する介入の有無, 役員については, そのパ

フォーマンスを確認するとともに, 役員には直接

質問することにより実態把握すべきとしている｡

公共性の発揮

｢公共性の発揮｣ で述べられているのは, �金

融分野調整の問題, �資金の地元還元の問題, �

不要不急融資の問題, �金利負担の軽減の問題の

4点である｡ これらは, 昭和 33年度までの地方

銀行に対する検査指摘で頻出するポイントである｡

『金融検査の要領』 の特徴として, 銀行の公共性

の二面性を認識するという点がある｡ これらは,
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預金者保護を主とした消極的側面と与信業務が国

民経済の成長発展に貢献する積極的側面の 2つで

ある｡ 上述の 4つのポイントは, 銀行の公共性の

うち積極的側面に属するものと位置づけられる｡

これら 4つのポイントを個別に検討し, その結果

を勘案した上で, 金融検査の要領において公共性

の発揮がどのように認識されていたのかを考察す

る｡

1. 金融分野調整の問題

顧客に効率的な資金配分を行おうとすれば, 金

融機関の業態ごとの目的を正確に理解して, 各々

の金融機関に期待される役割を果たすことが全体

効率の観点からは望ましい｡ 検査部には金融機関

の業態ごとの役割分担を規定する権能がない｡ 検

査部の役割は, 金融制度を構築した当初の役割期

待に沿った機能を, 各金融機関が果しているか否

かをチェックすることである｡ 金融機関種類別の

役割分担が経済情勢や金融市場の実態と不整合な

場合もあり得るが, この場合に, 検査部が金融制

度改革についての政策提言機能を有するか否かが,

銀行検査のステータスに影響する｡ つまり, 検査

部がミクロレベルで把握した事実に基づいて被検

査銀行に指摘, 提言を行い, 指摘レベルでの個別

銀行の改善努力に限界があると認識した場合に,

現行の金融制度や金融法制を振り返って, その改

善を提言するか否かで銀行検査の権威が大きく異

なる｡

戦後占領期に日本の銀行検査制度に多大な影響

を及ぼしたハウアード・S・レーマンは, 日本滞

在中に著した論文で, 純粋に事実を発見する銀行

検査の機能に付随して, 銀行検査は, 当該銀行に

適用される詳細の政策を形成し, 全銀行に適用さ

れる銀行法令の変更の必要性と変更時期の適切性

等を示すとして, 銀行検査が銀行監督行政に対す

る提言機能を有することを明言していた(11)｡ 検

査部審査課は検査報告書の均質化確保, バックオ

フィス機能や大蔵省他部署とのリエゾン・オフィ

ス的機能の発揮を目論んで設置されたが, 検査実

務官のバイブルである, 『新しい銀行検査法』,

『金融検査の要領』 のいずれにも, 銀行検査の銀

行監督行政に対する政策提言機能については謳わ

れていない｡ この点が, 銀行検査当局が戦後占領

期において, 米国に学ぶべくして学び得なかった

最重要のポイントである｡

2. 資金の地元還元の問題

資金の地元還元の問題は, 昭和 33年度までの

地方銀行に対する検査指摘で頻出したもので, ま

さしく地方銀行が抱える問題であった｡ この問題

については, 昭和 33年当時, 検査部審査課に属

していた小池謙輔が講演の中で触れている(12)｡

小池は地方銀行の本来の使命を再確認することと,

債務者から逆選別を受ける可能性の高い中央大企

業への貸出を, むしろ地方銀行にとって不安定な

運用と指摘した｡ 『金融検査の要領』 では, この

問題への対応方法として, 地元中小企業に対する

貸出不振の原因を, 検査を通して把握すべきこと

を述べた上で, 信用補完手段として信用保証協会

の利用を勧奨する等, 実務的な内容を盛り込んだ

ものにしている｡

3. 不要不急融資の問題

不要不急融資の問題は, 昭和 33年の福田検査

部長の講演でも取り上げられた問題であるが, 同

年までの地方銀行に対する検査指摘として頻出し

ているわけではない｡ ただし, 金融繁閑の影響か

ら金融機関が適切な資金運用先を探すのに困難を

きたすことがあり得るので, 銀行検査マニュアル

は不要不急融資の問題を取り上げ, 資金運用ポー

トフォリオの適正性をチェックすることが不可避

となる｡

4. 金利負担の軽減の問題

金利負担軽減の問題は, 必ずしも金利関連法規

違反のケースを取り上げたものではないが, たと

え, 法規制の範囲内であっても, 体力の弱った貸

出先に対して, 金融慣行上, 不適切と思われる金

利を課し, かつ, 過酷な取り立てを行うことを戒

めたもので, 預金者保護の観点から運用した資金

を不良債務者から取り戻そうとする銀行の行動と,

運用先保護の観点から行き過ぎた債権取り立てを

戒める 2つの考え方が矛盾している｡

これは消極的な意味の銀行の公共性と, 積極的

な意味の銀行の公共性が対立するポイントである

ので, 本来, 銀行検査マニュアルには明確に記載
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し難いと思われるが, 『金融検査の要領』 が積極

的な意味の銀行の公共性に軍配を上げているのは,

画期的なことである｡ この点を勘案すると, 同マ

ニュアルが成立した昭和 34年は, 銀行が体力を

つけ始めている反面, 今後伸びようとしている企

業の資金需要に対して, より適切に対応すべきと

いう考え方が, 銀行監督当局と検査当局の間で共

有されていたことになる｡ これは, 当時, 高度な

経済成長を実現しつつある中で, 銀行による財務

面からの企業育成という命題が重んじられた時期

に特徴的な事象と思われる｡

『金融検査の要領』 における銀行の公共性の

考え方

従来, �金融分野調整の問題, �資金の地元還

元の問題, �不要不急融資の問題, �金利負担の

軽減の問題, の 4点は銀行の公共性の概念とは離

れた, 個別指摘事項として扱われてきたが, 『金

融検査の要領』 では銀行の公共性の二面性を規定

することにより, これらの個別指摘事項を積極的

な意味での銀行の公共性の概念に沿って整理した｡

そして, 銀行監督当局による銀行法解釈の一環と

しての銀行の公共性の認識に, 検査部による銀行

の公共性に対する解釈を加え, 銀行検査の目的を

明確化した｡

与信受信業務両面に銀行の公共性の概念を関連

づければ, 大半の検査指摘は銀行の公共性に背反

するものとして認識されることになる｡ 銀行検査

は銀行経営効率化, 業務効率化の観点に基づく指

摘, 提言機能に加え, 銀行の公共性を確保するた

めに不可欠なものとなる｡ そうなると, 検査指摘,

提言の重みは倍加し, 行政上の任意調査権に過ぎ

ない銀行検査権限は, 銀行の公共性保護の名目に

おいて実質的な強制力を有することになる｡

内部監査

『金融検査の要領』 の内部監査に関する記述は,

内部統制組織確立の重要性から説き起こした斬新

なものである｡ これは, 『新しい銀行検査法』 に

は見られない視点からの内部監査の理解である｡

内部統制組織の定義が明確ではないので, 金融検

査の要領が理想とする統制組織がいかなるものか

不明であるが, 企画機能を重視した経営のあり方

については, 昭和 33年度までの地方銀行に対す

る検査指摘でも強調されているので, 単なるチェッ

ク機能ではなく, 経営の観点から内部統制組織の

あり方を重視したものと推察される｡ 統制組織の

確立は内部監査の観点からも重要であるが, 同時

に, 銀行検査の観点からも健全経営のあるべき姿

を提示すべきであり, この時期, 内部統制組織の

確立を各銀行の自律性にのみ依拠するのは不適切

と考える｡

この論拠は, 昭和 27年度から 33年度に至る 7

年度中 4年度において, 検査当局が企画機能を重

視した経営の重要性及び企画機能を阻害する要因

について検査指摘したという事実に求められる｡

具体的な指摘は, 昭和 27年度, 28年度, 32年度,

33年度において行われた｡

昭和 27年度では, 企画機能を重視した経営の

前提となる, ｢充実した機構と, 各部課間の密接

な連絡調整, および, これを運用する内部規程の

確立｣ の必要性が指摘された｡ 昭和 28年度では,

｢本部機構の整備が進捗し, 内規, 事務処理規程

の制定にある程度の進歩が見られる｣ 点が記述さ

れた｡ 昭和 32年度では, 企画機能を重視した経

営の阻害要因となる経営上の問題点, すなわち,

｢①頭取の独裁, ②本部統制の弱体, ③職務の権

限と責任が不明確, ④権限が上部集中しているた

め, 部長, 次長, 課長の事務処理意欲が減殺され

ていること｣ 等の諸点が指摘された｡ また, 昭和

33年度では, 企画機能を重視した経営の基本ツー

ルである総合予算制度の問題点が指摘された｡

このように, 内部統制組織の確立を各銀行の自

律性にのみ依拠することは非現実的であり, 企画

機能を重視した銀行経営を, 銀行監督行政のみな

らず銀行検査によって継続的に指摘, 監督するこ

とによって定着させていくことが必要と考えられ

る(13)｡

内部監査に関する議論が行政主導で本格的にな

されたのは, 大正 15年 10月 13日に開催された

第二回金融制度調査会本会議での銀行の内部監督

充実に関する提案と普通銀行制度特別委員会で議
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論された質疑応答が初めてであろう(14)｡ 第二回

金融制度調査会本会議に続く一連の金融制度調査

会での議論に基づく考察結果の骨子は, �行政サ

イドが一般委員の提言を真摯に受けとめて, それ

を銀行の内部監督充実に生かそうという姿勢は見

られなかったこと, �金融制度調査会の幹事であ

る大蔵省では, 議論の準備段階ですでに内部監査

充実を監査役制度の改革によって行うことを決定

し, それを法制度の整備によって実現するシナリ

オが出来上がっていたと推察されること, の 2点

である｡

また, 大蔵省が銀行の内部監督強化手段を監査

役制度を充実させることによって強調せざるを得

なかった理由としては, �明治期以来, 銀行監査

役の有名無実化が深刻な問題として認識されてお

り, 大蔵省もその改革の機会を探っていたと考え

られること, �検査部の設置強化や外部監査人の

活用等, 法的強制力を伴わない行政指導について

は消極的にならざるを得ないこと, �行内検査の

充実を指導する場合, その模範となるべき銀行検

査の強化が遅れていたこと, の 3つが考えられる｡

結論として言えることは, �銀行の内部監督充

実を大蔵主導で実施しようとするあまり, 民間銀

行の役員である監査役を法的手当により実質的な

大蔵省検査局の外局として取り込もうとする意図

が明白となったこと, �銀行の内部監督充実に関

する金融制度調査会での議論は, 大蔵省と一般委

員の思惑がすれ違うことにより, 実質的な検討は

十分行われなかったこと, の 2点である(15)｡

このように, 大正末期の行政主導による内部監

査充実の試みは, 決して成功したとはいえない｡

その後, 昭和戦前期, 戦中期の混乱を経て, 戦後

初めて検査当局の内部監査に対するスタンスが示

されたのが, 『新しい銀行検査法』 であり, それ

を内部統制の概念を含んだ, 新しいコンセプトで

一新したのが, 『金融検査の要領』 である｡ ｢内部

統制｣ という用語は戦後の銀行検査マニュアルで

頻出したわけではないので, 金融検査の要領で内

部監査が語られるにあたって, この用語がつかわ

れるのは唐突の感が否めないが, 検査マニュアル

で示された, 銀行の経営組織に対する検査当局の

考え方から推察すると, 銀行の事務組織を中心と

する企画機能と内部規律を支えるシステムという

意味に近いと考えられる｡

現代の米国トレッドウェイ委員会が規定するよ

うな, 内部統制の確固とした定義は当時存在しな

かったものの, 銀行業務の実態と内部監査の中間

領域に内部統制という概念を導入し, 内部監査を

内部統制整備の方策としたところに, 発想の斬新

さが見られる｡ 内部統制の概念規定は 『金融検査

の要領』 では明確に示されていないが, もし, 当

時の概念規定が ｢銀行の事務組織を中心とする企

画機能と内部規律を支えるシステム｣ という理解

に近かったとするならば, この概念で規定された

システムを確立するための銀行業務の改善は, 従

来と全く異なるものになっていたであろう｡

つまり, 従来, 個別の銀行業務ごとに改善を追

求してきたものが, この概念に沿った優先順位付

けがなされることにより, 効果的に内部監査の実

を上げることができるようになるであろう｡ そし

て, 内部統制について検査当局と銀行経営者間で

共通認識が持てるようになれば, 銀行検査と内部

監査が同一の目的に向かってそれぞれの立場から

アプローチできるようになる｡

内部統制の概念が確立される契機となった,

1996年に日本に紹介された米国トレッドウェイ

委員会報告(16) までは, さらに 30年余をまたなけ

ればならず, 日本発の内部統制概念はついに実現

しなかった｡ しかし, 銀行業務を単に個別業務の

集合体と理解するのではなく, 内部統制という概

念を通して銀行経営と個別業務の関係を規定する

試みは, 従来にはないものであった｡

1�3 地方銀行の検査結果と銀行検査

マニュアルの内容変化

前節までの分析の結果, 『新しい銀行検査法』

から 『金融検査の要領』 への移行にともない, 銀

行検査マニュアルは GHQ/SCAP から受けた影

響の残滓を捨て去る方向で進化したことが明らか

となった｡ GHQ/SCAPの影響が希薄化するとい

うことは, 米国流の理想論と邦銀の現実との乖離

がせばまり, 邦銀の実態に即した銀行検査マニュ
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アルに変化したことを意味する｡ GHQ/SCAPの

影響が適切にそぎ落とされた銀行検査マニュアル

は, 以後, 昭和期の銀行検査に適用されるマニュ

アルの原型になる｡ このような観点から, 『新し

い銀行検査法』 がいかなる地方銀行の現実に直面

して, 『金融検査の要領』 に変化したのかを, 昭

和 26年度から昭和 33年度に至る地方銀行に対す

る検査結果との比較により考察する(17)｡ この期

間においては, 都市銀行に対する銀行検査が省略

された年度もあることから, 銀行検査当局の問題

意識は地方銀行の実態によって触発される機会が

多かったと考えられる｡

銀行検査マニュアルの内容を変更する一つの契

機となったのは, 昭和 26年度から昭和 33年度に

至る地方銀行に対する検査結果であり, この 8年

間の銀行検査結果の集積が検査マニュアルの適正

性や実用性を見直す根拠になった｡ 前節までの考

察にしたがうと, 銀行検査マニュアル変更の主た

るポイントは, �検査と監督行政の分業に対する

考え方の変化, �検査における実証主義に対する

考え方の変化, の 2つになる｡ これら 2つのポイ

ントについて, 昭和 33年までの銀行検査結果と

の比較に基づいて考察を加える｡

検査と監督行政の分業に対する考え方の変化

GHQ/SCAPの影響を受けた当時は, 検査行政

と監督行政は分業体制をとるべきであるという考

え方が支配的で, 『新しい銀行検査法』 にもその

点が明確に記載されている｡ しかし, 新しい銀行

検査法で述べられている検査と監督行政の分業は,

銀行検査行政と銀行監督行政が別組織によってコ

ントロールされている米国の金融制度を前提とし

たもので, 大蔵省銀行局に両機能が属する日本の

金融制度とは異なる前提に基づくものである｡

つまり, GHQ/SCAPは, 検査と監督行政の分

業を前提としながら, 両者は互いに協調して金融

機関経営の健全性を指導しなければならないと主

張しているのであり, 銀行検査行政を担当する機

構と銀行監督行政を担当する機構を分けるべきと

主張しているわけではない｡ もしそうであるとす

れば, GHQ/SCAPは銀行検査マニュアルで検査

と監督行政の分業を主張するのではなく, 日本の

金融制度そのものの変更を指導していたはずであ

る｡ たとえ, そのような指導が日本の銀行監督当

局に行われていたとしても, 結果として占領期間

に実現がかなわなかったことを考えると, 大蔵省

の抵抗のもとに GHQ/SCAP はその主張を撤回

しなければならなかったと理解するのが妥当であ

る｡

『新しい銀行検査法』 の適用期間における銀行

監督行政と銀行検査の関わりについての主要なキー

ワードを, ｢バランスシート規制｣, ｢合理化｣,

｢銀行法改正｣, ｢監督三法｣, ｢金融正常化｣ の 5

つに設定する(18)｡ これらのキーワードを参考に,

昭和 27年度から昭和 33年度までの地方銀行に対

する検査結果に基づいた銀行検査行政と銀行監督

行政の協調と棲み分けを考察する｡

1. バランスシート規制

経常収支率指導を主要な手段としたバランスシー

ト規制については, 5つの通達が発牒された｡ そ

れらは, �｢昭和 24年度上期決算について｣ (昭

和 24年 9月 20日), �｢昭和 25年度下期決算に

ついて｣ (昭和 26年 3月 19日蔵銀第 1,010号),

�｢昭和 27年度上期決算について｣ (昭和 27年 9

月 22日蔵銀第 4,698号), �｢昭和 29年度下期決

算について｣ (昭和 29年 12月 23日蔵銀第 3,232

号), �｢昭和 30年度上期決算について｣ (昭和

30年 7月 11日蔵銀第 1,463号) である(19)｡

昭和 33年度までは, バランスシート規制の主

要指標は経常収支率であり, 経常収支率の改善に

関する指摘が銀行検査指摘の大半を占めていた｡

昭和 31年から 32年にかけての主たる検査スタン

スの変化は, 銀行経営の健全性を ｢資産の健全性｣

と ｢損益の健全性｣ に分け, それを達成する手段

を ｢資金繰り｣ と ｢経費予算制度｣ とすることに

より, 銀行検査で銀行の B/S, P/L全体をカバー

するための理論的基盤と実務対応が明確化された

ことである｡ また, 銀行課に在籍していた橋口収

が提唱した個別原価計算の銀行経営への導入は銀

行検査の実務者レベルによってサポートされてい

た(20)｡

『金融検査の要領』 では, 既述のように ｢検査
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の体系｣ という項目を設けて, 検査で把握した事

実を分析検討して得られた結果を取捨選択し, 軽

重を定めて総合判断を下すまでの考え方の体系を

まとめている｡ 大きな判断基準は, ｢健全性の確

保｣ と ｢公共性の発揮｣ であり, 前者はさらに,

�資産負債の構成と内容, �資産査定と正味自己

資本, �損益, �業況の推移, �経営管理, 株主,

役員の 5項目に分かれている｡ 金融検査の要領で

は, 『新しい銀行検査法』 には見られない ｢検査

の体系｣ に関する記述の中で, ｢資産負債の構成

と内容｣, ｢資産査定と正味自己資本｣, ｢損益｣ に

触れることにより, バランスシート規制上必要な

ポイントを検査体系でどのように位置づけるかを

明確化している｡

2. 合 理 化

合理化については, ｢銀行の合理化等について｣

(昭和 28年 3月 19日蔵銀第 1,083号) (以下, ｢合

理化通牒｣ と略称する) にしたがって検討する｡

合理化通牒の一部を構成する, �資金の増加と経

費の節減, �営業用不動産の取得, �営業所の設

置, �ウィンドウ・ドレッシング (粉飾預金) と両

建預金の自粛, �増資について, �不要不急融資

について, �中小金融についての 7項目について,

その内容を要約し, 検査指摘との関連を探る(21)｡

7つの個別項目に関しては, 大蔵省通達に体現

される銀行監督行政と銀行検査の相乗効果は機能

したとはいえない｡ また, 『金融検査の要領』 に

もこれらの個別項目に関する検査ポイントの変化

は見られない｡ しかし, 新旧両マニュアルの銀行

検査付表の比較検討によると, ｢資金の増加と経

費の節減｣ については, 金融検査の要領で新たに

定められた, ｢資産負債の構成と増減｣, ｢資産負

債の残高異動表｣, ｢資金運用実績表｣ の 3表と関

係があると思われる｡ 前節で分析した通り, 『金

融検査の要領』 では, 資金予算は資金の調達と運

用についての予算であり, 預金, 貸出, 資金繰り

の 3部門に分けて考えられた｡ その後, 運用収益,

支払利息予算を立て, 経費予算と為替, その他の

役務関係収益予算が加えられて損益予算が編成さ

れるので, 『新しい銀行検査法』 に欠けていた,

�資金予算と損益予算の明確な区別, �両者の関

係性の明確化, �資産負債の趨勢と銀行の収益管

理の基本的枠組みの提示, の 3点を, 金融検査の

要領では具体的な検査付表を制定することによっ

て補完した｡

｢粉飾預金と両建預金の自粛｣ 及び ｢不要不急

融資の問題｣ については, 検査付表による厳格化

というよりは, 『金融検査の要領』 によって銀行

の公共性と密接に結び付けられ, 検査指摘ポイン

トとして重視されることになったと考えられる｡

『金融検査の要領』 では銀行の公共性の二面性を

規定することにより, これらの個別指摘事項を積

極的な意味での銀行の公共性の概念に沿って整理

した｡ 与信受信業務両面に銀行の公共性の概念を

関連づければ, 大半の検査指摘は銀行の公共性に

背反するものとして認識されることになり, 粉飾

預金と両建預金の自粛及び不要不急融資の問題に

関する検査指摘, 提言の重みも銀行の公共性保護

の名目において倍加することとなる｡

3. 銀行法改正

昭和 26年 9月 12日付の ｢銀行法の一部を改正

する法律試案｣ で取り上げられたのは, �最低資

本金規制, �大口信用供与制限, �不動産の所有

制限, �主務大臣の監督権強化, の 4点である｡

銀行法改正による, 銀行監督行政と銀行検査の関

わり方の変遷については, 大口信用供与制限に関

する大蔵省通達と銀行検査指摘の関係に焦点を合

わせて考察した(22)｡

銀行法改正後, 昭和 27年度から昭和 33年度ま

での 7年間のうち, 昭和 30年度と 33年度を除く

5年で大口信用供与に関する検査指摘が地方銀行

に対して行われており, 検査指摘頻度から見る限

り, 銀行監督行政と銀行検査の相乗効果が有効に

機能したという証跡は得られない｡ また, 新旧両

マニュアルの銀行検査付表の比較検討によっても,

大口信用供与制限に関する銀行検査マニュアルの

内容に特段の変化は見られない｡

4. 監 督 三 法

監督三法のうち成立したのは, 預金等に係る不

当契約の取締に関する法律案 (昭和 32年 7月施

行) のみであり, 同法律案は導入預金を規制する

ものとして成立した｡ 昭和 27年度から 30年度ま
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では, 毎年, 臨時金利調整法違反が指摘され, 昭

和 29年度以降は地方公共団体や金融機関, 外郭

団体との不当な預金取引が指摘されている｡ また,

昭和 31年度検査では, 顧客に当座預金の利便性

を供与しつつ, 実質的に普通預金金利を付利して

いる事例等, 預金種別の根幹に関わる規律違反が

指摘され, 昭和 32年度検査では, 特利預金が一

部の農協, 信用金庫取引に見られることが指摘さ

れた｡ しかし, 臨時金利調整法違反に関しては,

『金融検査の要領』 における取扱いの変化は見ら

れない｡

この問題に関しても, 上記と同様, 銀行検査付

表の問題というよりは, 預金等に係る不当契約の

取締りに関する法律案が成立したことに加えて,

銀行の公共性の概念と深く結びついたことが重要

な意味を有すると考えられる｡

5. 金融正常化

金融の正常化が, 銀行経営に影響を及ぼしたこ

とがうかがわれる検査結果としては, 昭和 29年

度と 30年度の検査指摘がある｡ 両年度の検査で

は, 金融正常化政策の影響で銀行経営に企画性が

求められるとともに, 企画性の程度において銀行

間格差が拡大していることを指摘している｡ 金融

正常化政策の銀行検査への反映は, 銀行に対して

経営の企画性を求めるという形で具体化された｡

つまり, 銀行経営全般の健全化は, 経営に企画性

を持たせることで達成されるという解釈が銀行検

査当局によって導き出された｡

『金融検査の要領』 で検査実務の基本指針とし

ている判断基準の一つである, ｢健全性の確保｣

を構成する, �資産負債の構成と内容, �資産査

定と正味自己資本, �損益, �業況の推移, �経

営管理, 株主, 役員の 5項目のうち, ｢業況の推

移｣, ｢経営管理｣ の 2点は銀行経営全般の健全化

に関連が深い｡

検査における実証主義に対する考え方の変化

『新しい銀行検査法』 における実証主義は臨検

を前提としたものであったが, 『金融検査の要領』

は必ずしも全支店を対象にした臨検を前提とした

ものではない｡ したがって, 臨検の不足部分をカ

バーするのは書類検査であり, そのためには検査

報告書と検査付表を精緻化する必要がある｡ 2つ

の銀行検査マニュアルの検査報告書類を比較して

言えることは, 金融検査の要領で使用する報告書

類の種類と数が増加しているということである｡

また, 本店と支店が提出すべき報告書類が明確化

され, その種類が増加していることである｡ 具体

的には, 新しい銀行検査法で使用する報告書類が

41表であったのに対して(23), 金融検査の要領で

は 72表と 31表も増加した上に, 被検査銀行の本

支店から個別に 17表を提出させることになって

いる(24)｡

実証主義を表看板から外すと, 臨検の手間が省

ける一方, 被検査銀行の負担を増加させ, 検査官

による被検査銀行の実態把握が表面的になる｡ 被

検査銀行では, 書類作成にかかる時間的負担が増

加するだけではなく, 書類による銀行検査の判断

の比重が増加する分, 書類の内容や体裁を自行に

有利に整えようとするインセンティブが働くこと

になる｡ 結果として検査が形骸化していくことに

なり, 書類の正確性に疑問を抱きながら性悪説に

基づいて検査を実施する結果, 自ずと権威主義的

な検査に陥りやすくなる｡

『新しい銀行検査法』 で強調された, 検査官に

よる銀行内容の把握強化と民主的な銀行検査の理

想は, 『金融検査の要領』 の出現により達成が困

難にならざるを得なくなった｡ 新しい銀行検査法

がユニット・バンキング制度を前提とした内容を

含むのは, GHQ/SCAPの影響によるものである｡

検査官による銀行の業務内容の把握強化と民主的

な銀行検査の理想がユニット・バンキング制度を

前提にするものであったとすれば, 『金融検査の

要領』 において, この理想が現実を踏まえて変更

されたことは, むしろ当然の成り行きであった｡

そして, この変化は, 同時に, 昭和 34年以降の

銀行検査の基本的性格を規定すると考える｡

第 2章 『金融検査の要領』 の

検査報告書類

銀行検査マニュアルで示される報告書類は検査
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実務で使用されるものであり, 書類検査は言うに

及ばず, 臨検時の資料としても重要な役割を果た

す｡ また, 報告書類は銀行検査マニュアルで示さ

れた検査の基本方針を実務に展開する上でのツー

ルであるだけでなく, 検査官と被検査銀行のコミュ

ニケーション・ツールとしての役割を果たす｡ 被

検査銀行は報告書類が要求する内容を記入する作

業や, 準備作業を通じて検査当局が把握したいと

望む内容を知ることにより, 検査行政の意図する

ところを垣間見ることができる｡

報告書類は, その時々の検査方針を最も端的に

示すものであり, 異なる時点の報告書類を比較す

ることは, 銀行検査マニュアルの特徴をきわだた

せる上で重要である｡ このような観点から, 本章

では, 『新しい銀行検査法』 と 『金融検査の要領』

の報告書類を比較分析する｡

2�1 検査報告書類体系の変化

銀行検査マニュアルおよび検査報告書類変更の

背景を考察するにあたっては, 第 1章で考察した

基本コンセプトの比較に加えて, 銀行検査で使用

される報告書類の比較検討が不可欠である｡ 以下

で, 『新しい銀行検査法』, 『金融検査の要領』 そ

れぞれの検査計表, 付属計表の特徴を明確化し,

両者の比較検討に基づいて考察を加える｡ まず,

新しい銀行検査法と金融検査の要領の報告書類を

比較し, 報告書類数やその構成を, 図表 2を用い

て比較する｡

『新しい銀行検査法』 の検査報告書類が 1種類

であるのに対して, 『金融検査の要領』 で求める

報告書類は検査当局への対応窓口となる本部企画,

管理部門から提出される報告書類に加えて, 本店

営業部, 支店等から個別に提出を求める報告書類

の 2種類から成り立っている｡ したがって, 新し

い銀行検査法との単純比較は困難である｡ 図表 2

では本社企画, 管理部門から提出される報告書類

に焦点を当てて比較する｡

報告書類全体では, 41表から 72表へ約 8割増

加した｡ 検査計表は 28表から 38表へ 4割近く増

加し, 付属計表は 8表から 34表へ約 4倍になっ

た｡ その一方で, 従来検査官が作成していた 5計

表はゼロとなった｡ さらに, 個々の本支店が作成

する検査報告書は 17表に及ぶ｡ 各計表の作成に

要する負担を一律とすると, 検査を迎え入れるに

あたって被検査銀行の負担は飛躍的に増加する｡

『新しい銀行検査法』 と 『金融検査の要領』 の
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図表 2 『新しい銀行検査法』 と 『金融検査の要領』 の報告書類数の比較

出典：� 山本菊一郎編著 『新しい銀行検査法』 (大蔵財務協会, 昭和 26年) 119�281頁｡

� 大蔵省銀行局検査部内金融検査研究会 『金融検査の要領』 (大蔵財務協会, 昭和 34年) 283�323頁｡
注：� 図表中の数字は報告書類の数を示している｡

� 本図表には, 『金融検査の要領』 の ｢銀行検査提出依頼一覧表 (乙)｣ (本部, 営業簿を含む各支店に
個別に提出を求める検査計表, 付属計表) 17表は含まれていない｡

『新しい銀行検査法』
の報告書類数

『金融検査の要領』
の報告書類数

■■ 検査計表

■■ 付属計表

■■ 検査官作成資料28 8 5

38 34

0 20 40 60 80



検査計表の内訳比較を図表 3に基づいて行う｡ 図

表 3では新しい銀行検査法の報告書類を 41表,

金融検査の要領の報告書類を 72表取り上げ, 報

告書作成目的の構成割合を比較する｡ 2つの銀行

検査マニュアルの報告書類を比較して特徴的と考

えられるのは, 全報告書類に占める ｢負債｣ と

｢その他｣ に関する報告書類の比率が報告書類間

でほぼ変わりがないのに比べて, 総括と資産に関

する報告書の構成割合が著しく異なることである｡

新しい銀行検査法では, 検査官作成貸借対照表は

文字通り検査官が作成するので, 真正な貸借対照

表の作成を通して, 銀行の資産, 負債, 資本の構

成割合や内訳が検査官によって把握される｡ これ

に対して, 金融検査の要領では, 検査官自らが銀

行から提出を受けた貸借対照表に手を加えること

がないために, 検査官が実感として銀行の全体像

を把握することが困難である｡

『金融検査の要領』 では, 検査計表のうち, ｢総

括｣ の部に属するものには, 経済情勢, 銀行の沿

革, 組織機構に関する報告書類の提出を求める｡

付属計表では, 資産負債の構成や増減, 残高異動

に関する報告書, 損益の分析に関わる報告書, 株

主や役職員の関わる報告書の提出を求めており,

これらが総括の部に属する報告書の構成割合を高

めている｡ 経済情勢や組織機構に関する報告書類

等, 『新しい銀行検査法』 では提出を求められる
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図表 3 『新しい銀行検査法』 と 『金融検査の要領』 の報告書類内訳比較

出典：� 山本菊一郎編著 『新しい銀行検査法』 (大蔵財務協会, 昭和 26年) 119�281頁｡

� 大蔵省銀行局検査部内金融検査研究会 『金融検査の要領』 (大蔵財務協会, 昭和 34年) 283�323頁｡
注：� 『金融検査の要領』 の報告書類としては ｢銀行検査提出依頼一覧表 (甲)｣ を対象とした｡

� ｢総括｣ には B/S, 経済事情, 役職員の状況, 損益等が含まれる｡

� ｢その他｣ には機密の部, 経費関連計表, 店舗別資料等が含まれる｡

『金融検査の要領』 の検査計表内訳

総 括
32％

資 産
51％

負 債
10％

その他
7％

■■ 総 括

■■ 資 産

■■ 負 債

■■ その他

総 括
53％資 産

28％

負 債
11％

その他
8％

『新しい銀行検査法』 の検査計表内訳



ことがなかったものが, 新たに加わっている点を

考えると, 金融検査の要領では, 明治期以降, 昭

和戦前期までの伝統であったマクロの経済情勢分

析を, 検査報告書で復活させるための資料を徴求

しようとしているように思える｡

総括の部で新たに提出を求められた報告書類に,

被検査銀行の内部監査制度に関する検査計表があ

る｡ 具体的な報告内容は, 内部監査に関わる検査

要領と検査実績である｡ この報告書類に基づいて

実施される銀行検査を通して, 各行の内部監査の

方法, および, その方法にしたがって実施された,

内部監査の結果を検査されることになる｡ これは,

銀行検査当局の求める内部監査のあり方が, 当局

検査を通して被検査銀行に浸透していくことを意

味し, 銀行の内部監査が当局検査仕様に変化する

可能性が高いことを意味する｡

資産の部に属する報告書類の構成比率は, 51％

から 28％に激減している｡ しかし, 報告書類数

でみると, 21から 20とほぼ変化が見られない｡

これは, 資産に関わる報告内容や密度には変化は

ないが, 総括の部に代表されるその他の報告書類

が著増したために, 『金融検査の要領』 において

は, 相対的に資産に関する検査報告書類の比率が

低下したと理解される｡ 資産の部を構成する, 貸

出資産, 有価証券, 動産不動産等に関する報告書

類が求める情報の詳細さについては, 特段の変化

は認められない｡

『新しい銀行検査法』 の報告書類

『新しい銀行検査法』 の報告書類一覧は, 大分

類項目で ｢総括｣, ｢資産｣, ｢負債｣, ｢機密の部｣,

｢付属表｣ の 5項目に分類される｡ このうち, 機

密の部には 3表が含まれ, 付属表には 8表が含ま

れている｡ したがって, 総計 41表のうち, 検査

官が作成する ｢検査官作成貸借対照表｣ と ｢貸出

金調査票｣ の 2表および機密の部に属する 3表の

作成には被検査銀行の負担はかからない｡ 本稿の

検査関連計表の定義にしたがって検査報告書類を

再分類すると, 41表の内訳は, 主要検査書類で

ある検査計表が 28表, 付属計表が 8表, 検査官

が作成する報告書類が 5表となる｡ また, 検査計

表 28表のうち, 資産に関するものが 17表と 6割

以上を占めており, 資産内容の検査に重点を置い

ていることが理解できる｡

『新しい銀行検査法』 の報告書類体系から見る

と, 被検査銀行が作成したバランス・シートに基

づいて, 検査官がチェックを加え, 大くくりで被

検査銀行の資産, 負債, 資本の概要を把握し, さ

らには資産中, 最重要の貸出資産について検査官

自らが作業することにより, 資産の健全性につい

て判断を行うことになっている｡ つまり, 新しい

銀行検査法の報告書類体系は, 真正バランス・シー

トと資産の健全性の実態把握に焦点を当てた合目

的的なものといえる｡

しかし, この報告書類体系を用いた検査を実施

するためには, 検査官自身が銀行業務の知識のみ

ならず, 会計学的センスを身につけていなければ

ならず, 加えて, 専門知識を有する専門職集団が,

個々の能力とノウハウ集団内の相乗効果を発揮し

なければ, 適正な検査は不可能と考えられる｡

『金融検査の要領』 の報告書類

『金融検査の要領』 の報告書類一覧は, ｢銀行検

査提出依頼一覧表 (甲)｣ (以下, ｢一覧表甲｣ と

略称する) と, ｢銀行検査提出依頼一覧表 (乙)｣

(以下, ｢一覧表乙｣ と略称する) の 2種類で構成

される｡ 一覧表甲は, 被検査銀行の本店に総括し

て提出依頼するもので, さらに ｢A一般の部｣,

｢B報告書資料の部｣, ｢C報告書中付表の部｣ の 3

部に分かれる｡ 一覧表乙は, 本部, 営業部を含む

各支店に提出を求めるもので, 17表から構成さ

れる｡ 一覧表甲乙ともに全て被検査銀行に作成,

提出を求めるもので, 前者は 72表, 後者は 18表

の総計 90表から構成される｡

一覧表甲の内訳は, ｢A一般の部｣ が 38表,

｢B報告書資料の部｣ が 30表, ｢C報告書中付表

の部｣ が 4表から構成される｡ 本稿の定義にした

がって検査報告書類を再分類すると, 主要検査書

類である検査計表が 38表, 付属計表が 34表とな

る｡ 一覧表乙は一覧表甲との対応関係が明確では

ないが, 日計表とそれを構成する勘定ごとの明細

報告を求めるものが大半で, 全て本稿の定義でい
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う検査計表に相当する｡

『金融検査の要領』 の報告書類を見ると, 被検

査銀行が作成, 提出すべき報告書類が著しく増加

したことに伴い, 被検査銀行の負担が増加した反

面, 検査官が作成する報告書類が皆無となったこ

とで, 検査官の負担が減少した｡ つまり, 検査官

は自ら報告書類を作成する負荷が減るとともに,

報告書類作成に必要な専門知識習得が軽減される

ことになる｡ また, 被検査銀行から提出された報

告書類が増加した分, その内容を事前に分析し,

理解する手間は増えるものの, 必要とされる専門

知識は, でき合いの検査計表と付属計表を理解す

る程度に限られるため, 検査官に求められる専門

知識は限定的となる｡

『新しい銀行検査法』 による銀行検査は, 検査

官が高度な専門知識をもって, 極力, 被検査銀行

と対等な目線で主体的に関わり合うことを求める

ものであった｡ これに対して, 『金融検査の要領』

による銀行検査は, 検査官が一般的な知識レベル

で効率的に銀行検査をこなせるよう, 検査官の負

担を減らす反面, 被検査銀行の負荷を増加させた｡

必然的に検査官の目線は高みから被検査銀行に向

けられることになり, 能動的な被検査銀行との関

わりも減少した｡ このような変化は, 銀行検査の

効率化を追求した結果であるとともに, 検査官の

専門知識レベルに合わせた現実的対応の結果と考

えられる｡

2�2 金融検査の要領の検査報告書類の特徴

検査実務は被検査銀行からあらかじめ提出を受

けた報告書類や計表に基づいて実施される｡ 本

節では, 『新しい銀行検査法』 と 『金融検査の要

領』 の基本的考え方の比較結果に基づいて, 報告

書類を比較することにより, 銀行検査の実務がど

のように変化したのかを考察する｡

『新しい銀行検査法』 の報告書類の概要

『新しい銀行検査法』 の報告書体系は, ｢総括｣,

｢資産負債諸表及び経理記録, 事務処理に関する

注記｣, ｢機密の部｣, ｢付属諸表及び設問集｣ の 4

つの部分から構成されている｡ 総括は, 検査結果

の結論というべき ｢検査官の記述と勧告｣ を中心

に, 貸借対照表, 正味株主勘定の計算, 損益の分

析, 資産負債の趨勢等を含む｡ 資産負債諸表及び

経理記録, 事務処理に関する注記は総括を裏付け

る諸項目の内訳表とこれに関する注記を含む｡ 機

密の部は検査官の概評や銀行役職員の人的事項に

関する諸表を含む｡ また, 付属諸表及び設問集は

検査遂行上必要な主要参考資料と検査上の着眼事

項に関する問答体の設問集を含む｡ このうち, 機

密の部, 付属諸表, 設問集は被検査銀行に交付さ

れない(25)｡ 本節では検査報告書のうち主要な付

表を中心に考察を加える｡

『新しい銀行検査法』 との比較による 『金融検査

の要領』 の報告書類の特徴

『金融検査の要領』 で示される報告書類につい

ては, 『新しい銀行検査法』 で示された報告書と

の比較に基づいて検討する｡ 具体的には, 新しい

銀行検査法で使用された報告書類をもとに, それ

に相当する金融検査の要領で使用される報告書類

を取り上げ, 内容比較を行う｡ 比較項目は, �検

査官作成貸借対照表, �検査官の記述と勧告, �

分類資産に関する報告, �貸出金調査票, �株主

勘定の分析, �損益の分析及び株主勘定の異動表・

損益の分析, �資産負債の趨勢の 7項目である｡

1. 検査官作成貸借対照表

『新しい銀行検査法』 で使用される報告書類の

特徴の一つは, ｢銀行作成貸借対照表｣ をもとに

｢検査官作成貸借対照表｣ を作成する点である｡

これは, 検査官自らが付属表の作表に携わるとい

う, 新しい銀行検査法の精神を具体化したものと

考えられる｡ この検査官作成貸借対照表は, 検査

を通した評価や査定の出発点と位置づけられる｡

検査官は, 銀行作成貸借対照表のもととなる銀行

帳簿上の諸科目を適正に使用しているか否かの確

認を行い, 現物検査等による勘定科目計上金額の

妥当性を検証した後, 不適正なものがあれば, そ

れを適正な金額に訂正する｡

このようなプロセスを経て検査官作成貸借対照

表が作成されるが, このプロセスを厳密に実施し

ようとすれば, 全支店での現物検査が不可欠にな
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る｡ しかし, 多くの支店を抱える邦銀で, 支店の

現物検査を一回の検査で実施することは不可能で

ある｡ 『新しい銀行検査法』 で述べられた検査官

作成貸借対照表の作成は, ユニット・バンキング

を基本とする米銀ではじめて可能になると考えら

れる｡ この方式が 『新しい銀行検査法』 に取り入

れられたのは, 昭和 26年当時, GHQ/SCAPの

影響下で銀行検査の理想を追い求めるあまり, 検

査現場での検査官の負荷を見誤ったことが原因と

考えられる｡ 銀行検査マニュアルは実行不可能な

理想について述べるものではなく, 検査実務とそ

の実務を担当する人員との関わりから, 実践可能

な実務を具体的に記述すべきものである｡ この点

について, 新しい銀行検査法は十分な詰めが欠け

ていたと考えられる｡

これに対して, 『金融検査の要領』 では株主総

会で使用した営業報告書と検査基準日付の総合日

計表の提出を求めるのみで, これらに基づいて検

査官が独自に貸借対照表を作成することにはなっ

ていない｡ このような変更が余儀なくされるのは,

すでに考察した通り, 『新しい銀行検査法』 を策

定する時点で前提としていた米国のユニット・バ

ンキングが日本の銀行制度と異なっていたことに

加えて, 当時の大蔵省が銀行検査の理想を追い求

め過ぎたのが原因の一つである｡ 昭和 26年から

33年までの 8年間の検査実務の経験を経た上で

の反省に立って, 金融検査の要領では検査官作成

貸借対照表を報告書類から外したと考えられる｡

2. 検査官の記述と勧告

『新しい銀行検査法』 における ｢検査官の記述

と勧告｣ は, 検査官の最終的な判断結果を記すも

ので, 記述にあたっての注意事項には合理的な内

容が盛り込まれている｡ とりわけ, 検査官の主観

や不合理な類推を厳に戒めており, かつ, 検査で

把握した事象をもとに簡潔, 明瞭な文章で表現す

べきとしている点は, 現代にも通じる普遍的な注

意事項である｡ 新しい銀行検査法では, ｢検査官

の記述と勧告｣ は検査報告書の中味が完全に出来

上がってから作成するものとされ, 内容記載にあ

たって詳細な注意事項が付されている｡ しかし,

『金融検査の要領』 にはこれに相当する記述は見

られず, 記載上の注意事項も記されていない｡ こ

れは, 銀行検査マニュアルといえども, 金融機関

や一般に公開されるものであるので, 検査官の記

述すべき内容や注意事項を記載することに疑問が

生じたのではないかと考えられる｡ つまり, 手の

内をさらけ出し過ぎることに対する反省から, 検

査官の記述と勧告が削除されたと考えられる｡

銀行検査マニュアルを公開する意義は, 大蔵検

査官に対する教育に加えて, 被検査銀行の経営者,

実務担当者に対して銀行検査の基本方針や内容を

伝え, その趣旨に沿って経営改善を促すことと,

銀行検査に対する理解を得た上で検査実務に対す

る協力を円滑にするという意義があると思われる｡

これらの目的を前提にすると, 検査官が検査結果

に基づいて勧告を記述する際の注意事項はまさに,

公開すべき事項と機密事項の中間に位置するデリ

ケートな内容である｡

3. 分類資産に関する報告

『新しい銀行検査法』 の ｢分類資産集計表｣ で

特徴的な点は, 分類資産をⅠからⅣとした上で,

分類資産の対象を貸出金のみならず有価証券, 動

産・不動産にまで適用している点である｡ 有価証

券の場合は, 評価損部分をⅣまたはⅢとし, 評価

損に該当しない部分でも投資対象として好ましく

ない有価証券は, その帳簿価額をⅡ分類とするこ

とが明記されている｡

動産・不動産に関しては, 営業用動産・不動産

と所有動産・不動産に分け, 前者については償却

不足額をⅣ分類とし, 帳簿合計が株主勘定その他

の事情から過剰であると認められる場合は, 過剰

額をⅡ分類とする｡ 後者については, 帳簿額が処

分見込額を超えると認められる部分をⅣ分類とし,

過剰でないものも全て銀行に好ましくない資産と

してⅡ分類に入れる｡ これは, 銀行監督行政によっ

て, 従来から銀行の所有不動産を減らすよう指導

してきたことと平仄が合っている｡

ただし, 不動産のみならずⅡ分類資産は実質的

に非分類資産と同様の取扱いを受け, 正味株主勘

定を計算する上で金額的な考慮はなされず, 銀行

検査による所有不動産の削減指導は, 実態的に精

神的縛りを主としたものとなっている｡ Ⅱ分類資
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産の定義は, �回収上の諸条件が満たされていな

い債権, �何らかの欠陥によって信用上疑義のあ

る資産, �その他の理由により銀行資産として好

ましくない資産の全部またはその一部であり, そ

もそも, 銀行が慎重にして継続的な注意を払わな

い限り, 将来損失を生じるおそれのある資産であ

る｡ したがって, 分類資産の算定にあたっては,

なにがしかの掛目をかけて実態数値に反映させる

工夫が必要であった｡ 疑義を含んだ資産に対する,

より詳細で厳密な評価算定方式を案出し, それを

数値に反映させなければ, その数値に基づいた査

定は根拠の薄弱なものとなる｡

『新しい銀行検査法』 と 『金融検査の要領』 に

おける分類資産の定義は, 表現のニュアンスを含

めて異なっている部分があるので, 図表 4で両者

を比較する｡ 分類資産の定義の変化に関しては,

Ⅰ分類資産については金融検査の要領で明確に,

｢健全な資産｣ という表現が用いられた｡ 新しい

銀行検査法ではⅡ分類資産について, 回収可能性

に関する記述しか見られないが, 金融検査の要領

では, ｢確実性の観点のほかに, 金融機関の資産

として好ましくないものを含む｣ として, 回収可

能性以外の切り口からの定義を加えた｡ しかし,

新しい銀行検査法において, 所有動産, 不動産は

帳簿額が処分見込額を超える部分をⅣとするほか,

動産・不動産の帳簿額そのものを銀行にとって好

ましくない資産としてⅡ分類としている｡

Ⅲ分類資産については 『金融検査の要領』 で,

｢半額を無価値と見る｣ という定義を新たに加え,

Ⅳ分類資産については, ｢全額を無価値と見る｣

という定義を新たに加えたが, これもすでに 『新

しい銀行検査法』 による分類資産算出において,

回収不能資産の算出方式が採用されているので,

目新しい定義ではない｡ このように, 分類資産の

定義に関しては, 銀行検査マニュアルの改訂にと

もなった大幅な変化は見られない｡

4. 貸出金調査票

『新しい銀行検査法』 では, ライン・シートと

呼ばれる ｢貸出金調査票｣ は検査官自らが作成す

るもので, 債務者別に貸出金分類に必要な全ての

基礎資料が記載される｡ 分類貸出金の明細表と密

接な関係を有する ｢有価証券調査票｣ は, 有価証

券総括表を作成するための基礎資料で, 便宜に応

じて作成するものであるので, 貸出金調査票ほど

の重要性はもたない｡ 『金融検査の要領』 におい

ても貸出金調査票は付表に含まれているが, 検査
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図表 4 分類資産の定義比較

『新しい銀行検査法』 『金融検査の要領』

Ⅰ 分類資産 下記のⅡ, Ⅲ及びⅣに分類されない資産｡ 健全な資産

Ⅱ 分類資産 (固定額) ①回収上の諸条件が満たされていない債権,
②何らかの欠陥によって信用上疑義のあるもの, ③そ
の他の理由により銀行資産として好ましくない資産の
全部またはその一部｡ Ⅱ分類の資産については, 銀行
が慎重にして継続的な注意を払わない限り, 将来損失
を生じるおそれが存する｡

現在の段階では回収不能とまでは認められ
ないが, 特別の注意を払わない限り, 将来
回収不能になるおそれのある貸出金, その
他の資産 (確実性の観点のほかに, 金融機
関の資産として好ましくないものを含む)｡

Ⅲ 分類資産 (疑問額) 最終の回収または価値について重大な懸念
が存し, したがって損失の発生が見込まれるが, 現在
その損失額の確定し得ない資産の全部または一部｡ Ⅲ
分類の資産については, その価値を可能な限り保存す
るため担保の徴求, その他資産強化の手段を施す等厳
重な管理上の注意を払わなければならない｡

全額を回収することは不可能であるが, 回
収不能額を現在確定することができない貸
出金およびその他の資産｡ 半額を無価値と
見る｡

Ⅳ 分類資産 (欠損見込額) 検査官が回収不能または無価値と判定
する資産の全部またはその一部｡ Ⅳ分類の資産につい
ては, 速やかに償却または準備金積立の措置を講じな
ければならない｡

回収不能と認められる貸出金, 有価証券の
評価損, 動産不動産の償却不足額, その他
無価値と認められる資産｡ 全額を無価値と
見る｡

出典：� 山本菊一郎編著 『新しい銀行検査法』 (大蔵財務協会, 昭和 26年) 151�156頁｡

� 大蔵省銀行局検査部内金融検査研究会 『金融検査の要領』 (大蔵財務協会, 昭和 34年) 86�99頁｡



官自らが作成するのではなく, 銀行が各店別に提

出すべき資料の一つに含まれている｡ つまり, 検

査官が自ら作成するものではなく, 被検査銀行に

作成させる資料として位置づけられている点が異

なる｡

5. 株主勘定の分析

『新しい銀行検査法』 では, 帳簿上の株主勘定

と控除額 (分類額Ⅳの全額, Ⅲの 50％および帳

簿外債務等) の関係を 3つの段階に分けて説明し

ている｡ 3つの段階とは, �株主勘定中の剰余金

だけで控除額を吸収し得る段階, �剰余金だけで

間に合わず控除額が資本金まで毀損する段階, �

資本金および剰余金の合計額すなわち株主勘定合

計額よりも控除額が多く, 純財産が赤字となる場

合である｡ 第 3段階に至ると, 不良資産で株主勘

定を食い潰していることになり, すでに破綻に等

しい状況といえる｡ 『金融検査の要領』 において

も資本剰余金に利益剰余金を加え, 貸倒引当金や

分類資産等を勘案した正味自己資本を算出してい

る｡ したがって, 株主勘定の算出に関しては大き

な変化は見られない｡ また, 金融検査の要領にお

いては株主勘定と控除額の大小関係についての記

述は見られないが, 基本的な考え方に変化ないも

のと推察される｡

6. 損益の分析及び株主勘定の異動表・損益の分析

｢損益の分析及び株主勘定の異動表｣ は, 損益

増減と株主勘定の増減をリンクさせ, 時系列推移

を分析するための付表である｡ これにより, 被検

査銀行は収益力だけでなく, どのような剰余金処

分を行ったのかについてチェックされることにな

る｡ また, 株主勘定から見た場合は, 増資, 減資

の動向もあわせてチェックされることになる｡ 検

査の観点からの損益分析の主要目的を, �銀行の

収益が預金債務に対して適切であるか, �銀行の

収益が通常予想される, 資産に生じる損失を補填

するに十分であるか, �銀行の収益が適度の配当

を維持するに足りるか, の 3つとして, 損益の増

減を株主勘定の増減との比較においてチェックし

ようとするものである｡

銀行の収益力は, 正常かつ健全な経営形態を前

提とした場合に合理的に予想されるものである｡

したがって, 必ずしも正常かつ健全でない銀行経

営の実態が検査で発見された場合は, まず, その

実態を修正することを第一義におくことが必要と

なる｡ 『新しい銀行検査法』 は, 正常かつ健全な

経営形態を阻害している事例として, �不当に多

額の延滞利息を徴していること, �浮動性大口預

金の比重が高く, 預金コストを異常に低率にして

いること, �オーバー・ローンにより借入金利息

との利鞘を収得していること, 等をあげて, それ

らを是正することが必要としている｡ これらはつ

まるところ, 検査指摘事項のうち特に健全性に著

しいマイナス影響を与えるものを是正することに

ほかならない｡

銀行の損益については検査官自らが調査し, �

損益科目とその内容, �各期末の損益補正等, �

損益比率, �資金原価および運用収益率, �含み

益等について注記欄にコメントする必要がある｡

このうち, 資金原価および運用収益率については,

資金運用実績と原資コストとの関係について言及

することが求められる｡ これにより, いかに効率

的に資金を集め, それを運用しているかという基

本的な銀行のパフォーマンスについて分析が加え

られることになる｡

『新しい銀行検査法』 では, ｢損益の分析及び株

主勘定の異動表｣ は損益増減と株主勘定の増減を

リンクさせ, 時系列推移を分析するための付表と

位置づけられる｡ これにより被検査銀行は収益力

だけでなく, どのような剰余金処分を行ったのか

についてチェックされることになる｡ しかし,

『金融検査の要領』 では損益と株主勘定の推移を

1つの表にまとめ, 両者の増減推移を比較する表

の作成は求められていない｡ 『新しい銀行検査法』

における損益の認識は収益力に注目したものであ

り, 検討されるべき銀行の収益力を ｢ノーマルか

つ健全な経営形態に修正した場合, その収支余裕

は最低の所要純益を賄うに足りるか｣ という観点

から捉える｡

これに対して, 『金融検査の要領』 では, 銀行

の収益性を銀行の健全性を構成する 3要素の 1つ

として, 流動性や確実性と並列して捉えている｡

つまり, 資産の内容が預金債務の支払に支障を生
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じないだけの流動性と確実性を有していたとして

も, 収益性が低く, 欠損を生じるようであれば,

自己資本を食い潰し, ひいては預金に見合う資産

の不足を生じるという考えである｡ 流動性と確実

性を有する資産の収益性の低さが, ダイレクトに

自己資本の欠損に結びつくという論理は唐突で理

解し難い面があり, かつ自己資本の食い潰しが直

接的に預金見合資産の不足につながるという論理

も納得し難い面があるものの, 収益と自己資本の

関係を重視していた 『新しい銀行検査法』 の考え

方に対して, 『金融検査の要領』 は, まず収益性

と資産の関係を中心に置き, 自己資本の増減を含

めた多面的な関係を, 流動性, 確実性, 収益性と

いう 3つの切り口から把握しようとするコンセプ

トを打ち出している点が新しい｡

7. 資産負債の趨勢

『新しい銀行検査法』 における ｢資産負債の趨

勢表｣ は, 資産負債構成の時系列推移を見るもの

である｡ これにより, 銀行の貸借対照表に反映さ

れる銀行経営者の戦略が一覧できることになる｡

またこれにより, 資産, 負債をどのような比率で

増減させ, かつ株主勘定をどのように変化させて

いくかについて, 経営者の考え方を把握すること

ができる｡ 資産, 負債をどのような比率で, どの

程度の金額まで増加させるのかについて戦略的に

アプローチするためには, 予想 B/Sを作成し,

かつ資産内容の改善を含めた収益率向上のための

施策を講じる必要がある｡ そして, それを実務レ

ベルで効果的なものとするためには, 支店の独立

採算制を確立し, 本店経費等を正確に賦課した上

で, 支店別予想 B/Sとそれに基づいた損益予想

を立て, 予算実績管理を実施することが必要とな

る｡ これを文字通り実行していた銀行があれば,

抜きんでた実績をあげていたと思われるが, 実際

のところ資産負債の趨勢表は実績を後追いするこ

とが中心の分析ツールで, 時系列推移を参考に厳

密な経営戦略を立案するためのツールにはなり得

なかったと思われる｡

『金融検査の要領』 では, ｢資産負債の構成と増

減｣, ｢資産負債の残高異動表｣, ｢資金運用実績表｣

の 3表によって資産負債の構成と増減推移をより

厳密に把握しようとしており, 予算統制は資金予

算と損益予算に分類される｡ このうち, 資金予算

は資金の調達と運用についての予算であり, 預金,

貸出, 資金繰りの 3部門に分けられる｡ 資金予算

が立てられて後, 運用収益, 支払利息予算を立て,

それに経費予算と為替, その他の役務関係収益予

算を加えて損益予算が編成される｡ つまり, 金融

検査の要領では, 『新しい銀行検査法』 に欠けて

いた, 資金予算と損益予算の明確な区別と, 両者

の関係性を明確にした上で, 資産負債と収益管理

の基本的枠組みが示された｡

3�1 検査指摘の構成

本章では, 『金融検査の要領』 に基づいて実施

された銀行検査結果の特徴を考察するが, 個別指

摘事項ごとの分析に先立って, 『新しい銀行検査

法』 の下で実施された検査指摘との比較において,

検査指摘の構成について概観する｡ 『新しい銀行

検査法』 の下で実施された検査指摘事項は, ｢一

般的趨勢｣, ｢機構とその運営｣, ｢貸出金｣, ｢預金｣,

｢有価証券｣, ｢動産・不動産｣, ｢現金・見做金｣,

｢損益｣, ｢その他｣ の 9つのカテゴリーから構成

される｡ その一方, 『金融検査の要領』 の下で実

施された検査指摘事項の構成は, ｢概観｣, ｢預金｣,

｢貸出金｣, ｢資金繰り｣, ｢損益｣, ｢資産内容と自

己資本｣, ｢その他｣ の 7カテゴリーとなっている｡

両者を比較すると, 『新しい銀行検査法』 では,

｢機構とその運営｣, ｢有価証券｣, ｢動産・不動産｣,

｢現金・見做金｣ がカテゴリーとして独立してい

るのに対して, 『金融検査の要領』 ではこれらの

カテゴリーは存在しない｡ 金融検査の要領では,

新しい銀行検査法にはなかった, ｢資金繰り｣,

｢資産内容と自己資本｣ が新たなカテゴリーとし

て加わった｡ 両検査マニュアルによる指摘事項の

カテゴリーは, それぞれ昭和 27年度, 昭和 34年

度の大蔵省銀行局金融年報の銀行検査結果に関わ

る記述をもとにしており, 両年度は各検査マニュ

アルの適用開始年度にあたるため, これらのカテ
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ゴリー構成は検査マニュアルの特徴を反映してい

ると考えられる(26)｡

『金融検査の要領』 は資金繰りについて, ｢資産

負債の構成と増減｣, ｢資産負債の残高異動表｣,

｢資金運用実績表｣ の 3表によって資産負債の構

成と増減推移をより厳密に把握しようとしている｡

金融検査の要領では, 資金予算と損益予算の区別

と, 両者の関係性を明確にした上で, 資産負債と

収益管理の基本的枠組みが示された｡ そして, 資

金予算の前提として, 預金計画と貸出計画があり,

両者の時期的なズレを調整するものを資金繰りと

位置づけているので, 銀行経営において最優先さ

れるべきものは資金繰りであるとされている｡ こ

の点を考慮すると, 資金繰りが独立したカテゴリー

として扱われる理由が理解できる｡

『新しい銀行検査法』 に基づいた検査指摘に

｢機構とその運営｣ が含まれているのは, マニュ

アルの特徴に起因するというよりは, �昭和 27年

度時点ではまだ金融機関の運営体制やそれを支え

る機構の整備が十分でなかったこと, �その実態

を受けて, 当時の検査部長方針として, 銀行経営

の基本である組織と人を重視することが明確に打

ち出されていたことがその理由と考えられる(27)｡

『新しい銀行検査法』 に基づいた検査指摘には,

｢有価証券｣, ｢動産・不動産｣ が含まれている一

方, 『金融検査の要領』 には ｢資産内容と自己資

本｣ が含まれており, 資産に関するカテゴリーと

しては対応しているが, 前者が個別具体的なカテ

ゴリーであるのに対して, 後者は自己資本を含め

て広くカテゴリーを設定している｡ また, 新しい

銀行検査法では ｢株主勘定の重視｣ が打ち出され

ているにも拘らず, 自己資本に関するカテゴリー

が存在しない｡ 金融検査の要領における実態的な

指摘事項の中身としては, 大口貸出の判断基準と

なる正味自己資本に関する記述が増加している｡

3�2 金融検査の要領に基づく銀行検査結果

『金融検査の要領』 に基づいて実施された銀行

検査結果のカテゴリー分類は, 同検査マニュアル

の特徴を反映したものとなっている｡ 以下でカテ

ゴリーごとの検査部コメント推移を考察し, 金融

検査の要領に基づいて実施された検査指摘の特徴

を明らかにする｡

概 観

本カテゴリーは, 検査部が経済, 金融情勢をど

のように認識しているかについて, 概括的に記述

するためのものであるが, 昭和 34年度から 42年

度の 9年間でその記述内容は変化している｡ 昭和

34年度は, 景気, 消費動向, 設備投資動向等に

ついて簡単に触れているだけであるが, 昭和 35

年度以降は, 景気動向等に関するコメントに加え

て預貸率や損益動向等に言及して, 当該年度の検

査上のポイントとなる部分を総括している｡

昭和 34年度は岩戸景気を迎えて, 消費, 設備

投資ともに堅調で, 産業界の資金需要が活発化し

たため, 預金, 貸出ともに順調に推移した｡ 昭和

35年度も, その余勢を駆って比較的順調に預金,

貸出が推移したことが記述されている｡ 昭和 36

年度は, 金融引締による景気調整局面に入ったた

め, 預金の増勢はやや鈍化したものの, 産業界の

旺盛な資金需要を受けて, 貸出金は堅調に推移し

た｡ 検査部は, 金融収支, 資産内容, 経営内容と

もに良化したと認識された｡

昭和 34年度から 36年度までの ｢概観｣ のコメ

ント推移を見ると, 岩戸景気の好影響が 3年間は

キープされ, 銀行検査の観点からも, それが好ま

しい影響として表れていたことが確認できる｡ こ

れらの好景気の影響が日常業務にいかなる歪みと

して表れているのかという点に関しては, 概観以

外のカテゴリーの検査総括コメントの推移をもと

に考察を加える｡

昭和 37年度から 40年度は, 金融引締による景

気調整効果が表れてきた時期であり, このマクロ

的背景をベースに検査の全体的なコメントが述べ

られている｡ 景気調整下にあった昭和 37年度か

ら 39年度は, 同時に経済成長期にあり, 産業界

の資金需要が旺盛であったため, 金融引締が預金,

貸出の増減に直接的な影響を与えたという印象は

検査コメントからは感じられない｡

昭和 40年度から 42年度の 3年間は, 経済, 金

融情勢に関するコメントが記述されなくなったた
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め, マクロ情勢と銀行検査との関係が不分明になっ

ている｡ 昭和 40年度, 41年度の 2年間は, マク

ロ情勢に関するコメントに代わって, 検査結果に

基づく主要示達項目を 10項目前後掲げている｡

この変化は, 極めて特徴的であるとともに, 個別

検査指摘を論じる前提として常にマクロ情勢に触

れてきた従来の伝統を覆すものでもある｡ しかし,

これが検査指摘の新しい試みであるのか, 主任検

査官の個性が表れたものなのかは明確でない｡

預 金

昭和 34年度から 42年度までの 9年間を通して,

粉飾預金, 特利預金に関する指摘は年度ごとに消

長を繰り返しながらも常に言及されている｡ しか

し, 預金に関して検査官が特に問題意識を有して

いると考えられるのは, 歩積両建預金である｡

｢概観｣ で見た通り, 年度ごとのマクロ経済情勢

や金融の繁閑にかかわらず, 貸出残高が趨勢的に

増加傾向を示す中で, 企業に対する銀行の立場が

相対的に強くなることから, 預金歩留りが上昇す

る基盤は 9年間を通して存在していたと考えられ

る｡

企業の側からすると, 預金として寝かしておく

のは極力最小限にして, 設備資金や運転資金に回

したいところであるので, 預金額を増加させよう

とすると, 必要以上の金額を借り入れて, 預金歩

留りを向上させるのが, 唯一銀行からの預金増加

要請に応える方法となる｡ また, 銀行の側からす

ると, 企業が余分な資金を借りてくれて, それを

できるだけ多く預金として凍結してくれれば, 正

式な預金担保ではなくても貸出見合いの預金とし

て保全上安心な上に, 実質金利も高くなるので,

自らの収益と保全のみに配慮した経済合理性を追

求する限り, 預金歩留りを向上させることは, 銀

行にとって経済合理的な行動ということになる｡

このように, 産業界の資金需要が旺盛で, 銀行

が企業に対して相対的に優位な立場にある場合,

規制をかけない限り債務者預金の増加は不可避で

ある｡ したがって, 最も効果的な規制は, 銀行監

督当局が預金歩留率に数値的な規制をかけて, 銀

行検査でその実態を把握した上でペナルティを課

すことであるが, 債務者預金についての検査指摘

を見る限り, 預金歩留率の推移に言及するのみで,

検査指摘による規制の実態は伝わってこない｡

預金に関する検査指摘で特徴的なのは, 昭和

36年度から 39年度にかけて県内預金比率の推移

について言及している点である｡ 検査指摘内で述

べられている範囲で県内預金比率の推移を見ると,

昭和 35年度：82.9％, 昭和 36年度：81.3％, 昭

和 37年度：79.3％, 昭和 38年度：77.4％, 昭和

39年度 76.5％と年々着実に低下している｡ 昭和

35年度から 39年度にかけての 5年間で 6.4％低

下しており, この間, 従来地方に留まっていた預

金が 6％以上都市部を中心とした県外に流出した

ことになる｡ 預金の県外流出は資金の地元還流が

理想とすれば望ましいことではないが, これを具

体的数値で規制することは困難である｡ むしろ,

預金の県外流出は貸出の県外流出に伴うもので,

貸出資金の県内還流を推進することによって, 必

然的に預金の県内還流も達成されると考えられる｡

したがって, 検査当局の立場から預金の県外流出

を規制しようとすると, 貸出の県外流出を規制す

るか, 県内滞留を勧奨することが効果的である｡

貸出金

貸出金に関する検査指摘の詳細さには年度ごと

に精粗はあるが, 対象期間を通して一貫して言及

されているのは, 大口貸出の問題点である｡ また,

県内貸出金の総貸出金に対する比率に関する指摘

も毎年度行われている｡ 昭和 34年度は, 県内貸

出金と大口融資の動向について比較的詳細に記述

されている｡ 貸出金固定化の原因を融資判断とそ

の準備作業の杜撰さに帰すだけでなく, 物的担保

や預金取引を重視しすぎることに対して注意喚起

している｡ また, 役員への情実貸出が大口化する

傾向があり, これが融資の正当な合理化努力を阻

害していることを指摘している｡ 昭和 35年度,

36年度は中小企業に対する融資姿勢が積極性を

欠くことを指摘している｡ これは, 両年度ともに,

比較的景気が順調な中で, 銀行サイドの融資先選

別姿勢が厳しくなり, 比較的安全確実な優良大企

業への融資に傾いたことが原因と考えられる｡
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昭和 37年度は, 貸出審査管理の不十分さを指

摘している｡ 特に, 大口貸出先に対する審査管理

が不十分である点は深刻な問題を含んでいる｡ ま

た, 貸出金利の臨時金利調整法違反が経済の後進

地域に店舗を有する銀行に多く見られるという指

摘は, 興味深い｡ もともと, 地方銀行は都市銀行

と比較して経済の後進地域に支店を有する割合が

大きいと考えられるが, 地方銀行でも特に都市圏

や地方の中心都市から距離的に離れた地域に支店

を有する銀行は, 地場産業育成義務を果たそうと

すれば, 通常よりも高い与信リスクをとる必要が

あり, その見返りとして高金利を要求することは

あり得ると考えられる｡ そうであれば, 地方銀行

に期待される地場産業育成義務を果たす上で, 臨

時金利調整法の許容範囲内で融資を実行できるよ

うな助成措置が必要であると考えられる｡ この点

について, 検査指摘では言及がない｡

昭和 38年度, 39年度では, 県内貸出金比率低

下の原因として, 地方銀行の都市圏支店からの貸

出増加に加えて, 中央大企業の地方進出に伴う貸

出増加を指摘している｡ 後者の事情による中央大

企業貸出の増加は, 問題にする根拠が乏しいと考

えられる｡ つまり, 地方銀行に期待される地場産

業育成には, 地方の産業化に加え, 地元民の雇用

機会創出の目的もある｡ その点, 中央大企業の地

方進出にともなう貸出増加は, 雇用機会創出の対

価とも考えられる｡ このような点についても, 検

査指摘では言及がない｡

昭和 41年度では, 新しい指摘として, 大都市

優良企業向けの余裕資金としての短期融資が恒常

化して, その性質が余資運用から与信に変わる点

をあげている｡ これは, 昭和 40年度から 41年度

にかけての不況が大きく影響していると考えられ

るが, いずれにせよ, 余資運用を融資形態で行う

べきではなく, 本来であれば, 国債や政保債等の

安全資産を保有するか, コール市場で運用すべき

であり, 景気の好不況とは無関係である｡ 昭和

42年度では, 貸出金に関わる問題点について万

遍なく指摘しているが, 特に, 地元融資に際して

地元有力者の顔や物的担保に依存している点と預

金獲得に引きずられて安易に融資に応じている点

を指摘している｡

資金繰り

資金繰りについては, 本章の冒頭で見た通り,

『金融検査の要領』 では銀行経営において最優先

されるべきものと位置づけられた｡ また, 資金繰

りは, 預金計画と貸出計画の時期的なズレを調整

するものであるので, 本源的預金と金融収益から

構成される原資をもとに, 最低限の預金支払準備

を確保した上で, 貸出金運用が効率的に行われて

いるかをチェックするものである｡ つまり, 支払

準備要請と資金運用の効率運用を調整して, いか

に合理的に預金のマチュリティと貸出金のマチュ

リティを合致させるかというのが, 資金繰りの本

旨である｡ したがって, 資金繰りに関わる銀行検

査の基本は, まず本源的預金と金融収益が確保さ

れているかをチェックした後, それらをもとに行

われている資金運用の合理性を確認することであ

る｡

検査指摘の内容を見ると, 一貫して言及されて

いるのは預貸率の推移と比率増減の原因について

であり, 債務者預金が不自然に増加していないか

という点, すなわち, 本源的預金が正しく調達さ

れているかという点に検査の焦点がとどまってい

る｡ 昭和 36年度では, 資産内容が不良の銀行,

小規模銀行, 新設銀行について, 収益と業容拡大

の要請から預貸率が高まっていることが指摘され

ている｡ 昭和 37年度では, 預金増加に見合わな

い融資計画, 公金預金の変動に対する考慮不足,

経済情勢判断の見誤り等を内容とする杜撰な資金

計画と融資規律の不徹底が預貸率を高めていると

指摘されているが, 預金増加に見合わない融資計

画が成立するのは, 融資実行金額をそのまま預金

原資にすることが可能だからであり, その実態を

放置すると, 預金増加要請を融資によって達成す

るという悪循環が生じることとなる｡ 昭和 41年

度, 42年度では国債, 政保債の引受け増や営業

用不動産保有について言及されているが, 検査指

摘による是正内容については述べられていない｡

このように, 検査指摘は預貸率の動向に終始し,

『金融検査の要領』 が目指した資金繰りに関する
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銀行検査が, 銀行検査実務で実施されることはな

かった｡ 資金繰りに関する本来の銀行検査を実施

するためには, まず, 債務者預金の全預金に対す

る比率を適正レベルにおさめ, 本源的預金と健全

な金融収益を原資とした資金繰りを議論し得る基

盤を作る必要がある｡ そのためには, 銀行検査で

個別融資実行金額の資金トレースを行い, 違反し

た銀行には厳しいペナルティを課すことが最も有

効な手段と考えられる｡

損 益

昭和 35年度から 39年度まで, 損益の指標とし

て 1人当り預金量の増減について言及されるよう

になったが, 昭和 40年度から 42年度までは言及

されていない｡ 1人当り預金量を指標にすると,

人件費を中心とした経費も考慮されるため, 金融

収支に経費を含めた総括的な資金コストのレベル

で検査指摘が可能となる｡ しかし, もし総括的に

銀行の損益に関する検査指摘を行おうとすれば,

1人当り預金量だけではなく, 1人当り貸出金額

を合わせて指標として用いるべきであるが, 融資

業務の効率性を追求しすぎると, 人員不足による

融資判断の劣化や融資先の業況チェックの疎漏に

つながりかねない｡ このような事情から, 損益指

標としては 1人当り預金量に絞ったものと考えら

れる｡

昭和 40年度には, 店舗別, 部門別損益分析と,

物件費投入効果測定の重要性について指摘され,

総じて徹底したコスト意識や合理化努力に欠ける

と結論づけられている｡ また, 同年度では公表利

益の操作を行っている事例があることが指定され

ている｡ 昭和 41年度, 42年度は昭和 40年 1月

の公定歩合引下げ以来, 貸出利回りの低下に見合

う資金コストの引下げが思わしくないことから,

利鞘縮小による損益悪化が基調となった｡ これを

カバーする観点から, 昭和 41年以降は, 事務の

機械化, 集中処理化等の合理化により人件費削減

努力を行っている点について検査指摘で言及され

ている｡

資産内容と自己資本

資産内容を健全に保つ上でポイントとなるのは,

融資実行時における判断の適正性に加え, 融資後

の継続的な業況チェックであり, 不良債権化した

場合はタイムリーな償却が重要である｡ 昭和 34

年度から 42年度に至る検査指摘は, この基本認

識に基づいて行われている｡ 資産内容の良否は,

2つの面で景気動向に左右されやすい｡ 第 1点は,

景気が良化して企業の資金需要の高まると, 銀行

は選別的に良質な貸出を実行することができるこ

とである｡ 第 2点は, 収益的な余裕ができると,

不良債権の償却を積極的に進めることが可能にな

ることである｡ 景気が悪化した場合は, この反対

の現象が発生する｡ 自己資本についても同様, 景

気の良否に影響される部分が多く, 銀行の収益が

増加した場合は, 剰余金が増加し, 正味自己資本

額が増えるため, 体力の増加に見合った投資や不

良債権の償却が可能になる｡

昭和 34年度は, 岩戸景気の影響による企業収

益の向上もあって, 貸出資産の内容が健全化する

とともに, 正味自己資本額も著増し, 不良債権の

償却が積極的に行われた｡ 昭和 35年度は, 大幅

な貸出資産内容の悪化は指摘されていないが, 自

主性を失った融資態度と融資後の継続的な動態調

査の不足が指摘されている｡ 昭和 36年度は, 好

況期であったことから, 自己資本が良化しており,

不良債権の償却が積極的に推進されたことが評価

されている｡ その一方, 被検査銀行のうち資産内

容が悪化したものについては, 債務者の業態把握

の不十分さ, 資金使途の検討不足により資金流用

をゆるしたこと, 組織的な検討を経ない融資認可,

事後管理不足等が原因と分析されている｡

昭和 37年度は, 欠損見込額が増加したり, 自

己資本を毀損している銀行があることが指摘され

ており, その原因は, 金融引締による特定業種の

大口貸出先の業況悪化をあげている｡ 欠損見込額

は, 従来管理債権に分類されていたものが時間の

経過によって欠損見込額として確定したものであ

る｡ 昭和 38年度は, 比較的好況期にあったこと

が原因の一つとなって欠損見込額が減少し, 不良

債権の償却も積極的に進められたことにより, 資
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産内容も全般的に改善した｡ また, 審査管理機能

が一般的に充実してきたことが好影響を及ぼして

いることが検査部によって認められた｡

昭和 39年度は, 分類資産額は前回検査比増加

したが, 欠損見込額は減少する等, 資産内容の変

化に対する評価は一様ではない｡ しかし, 欠損見

込額が増加した銀行については, その原因を大口

不良先の新規発生と分析している｡ 昭和 40年度,

41年度は不況を反映して資産内容が悪化傾向に

あると指摘されている｡ 昭和 42年度は, 41年度

後半からの景気上昇が好影響を与え, 資産内容,

正味自己資本の対預金比率ともに良化した｡

その他

『金融検査の要領』 に基づいた銀行検査指摘は,

ほぼ ｢概観｣ から ｢資産内容と自己資本｣ のカテ

ゴリーに収められ, ｢その他｣ に含まれる指摘が

行われたのは, 昭和 39年度と 40年度のみである｡

昭和 39年度では, �経営組織の合理化, 近代化

についての研究が不十分であること, �組織によ

る計画的な業務運営が見られない銀行が多いこと,

の 2点が指摘されている｡ この原因として, ①権

限と責任の所在が不明確であること, ②経営の基

本方針や具体的施策が明確でないことの 2点が示

されている｡ 昭和 40年度では, 経営管理体制の

確立, 職員配置の適正化, 信賞必罰の徹底が指摘

された｡

経営組織や基本規程等の不備について, 『新し

い銀行検査法』 に基づく銀行検査では, ｢機構と

その運営｣ というカテゴリーを設けて, 昭和 27

年度から 33年度まで毎年度指摘された｡ 昭和 34

年度以降の大蔵省銀行局金融年報の地方銀行の検

査結果概要の項には, そもそも経営組織に関する

指摘をまとめるカテゴリーがないことから, 機構

とその運営に関する問題は一応の決着を見たもの

と判断されたが, 昭和 39年度の検査指摘を見る

と, 必ずしも銀行の経営組織が適正に機能してい

るとはいえない｡ 昭和 39年度の銀行検査を総括

する立場にあった検査官は, むしろ検査指摘事項

の形式的な表現形式とは関わりなく, 実質的な指

摘を行ったと判断される｡

第 4章 検査指摘と検査部の認識推移

地方銀行が抱える問題点に対する検査部の認識

については, 昭和 34年, 37年, 43年の 3つの時

点で捉え, その推移を考察する｡ 昭和 34年時点

の検査部の認識は, 同年に発刊された 『金融検査
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図表 5 地方銀行が抱える問題点に対する検査部の認識推移

『金融検査の要領』 昭和 34年 『検査から見た地方銀行経営』 昭和 37年 『金融機関の検査』 昭和 43年

� 流動性の向上と収益性

� 定期預金の増加をめぐる問題点

� 大企業融資の増加をめぐる問題
点

� 大口融資の不良化

� 融資の審査管理をめぐる問題点

� 審査事務の合理化

� 金利の取扱をめぐる問題点

� 経費の節減

	 経営管理をめぐる問題点

� 最近における検査の主要着眼点

� 地方銀行の中央大企業融資

� 地方銀行の地元融資, 中小企業融資

� 地方銀行の不要不急融資

� 経営管理

� 債務者預金と実質金利

� 預金原価, 特に預金経費率

� 粉飾預金

� 特利預金

� 導入預金

� 歩積両建預金

� 従業員預り金

� 融資専決権限

� 大口信用供与

� 経理基準

	 損益の一般的傾向と問題点


 経営管理

� 内部監査の現状と問題点

� 不祥事件

 不良債権償却証明制度

出典：� 大蔵省銀行局検査部内金融検査研究会 『金融検査の要領』 (大蔵財務協会, 昭和 34年) 237�249頁｡

� 高橋俊英, 清二彦 『検査から見た地方銀行経営』 (全国地方銀行協会, 昭和 37年) 3�56頁｡

� 金融検査研究会編 『金融機関の検査』 (金融財政事情研究会, 昭和 43年) 309�439頁｡
注：本図表での比較に用いた資料は, そのボリュームに差がある｡ 『検査から見た地方銀行経営』 は他の 2つの資料とは異なり,

検査マニュアルではなく地方銀行の問題点に焦点を絞って詳細に論じた文献であるので, 総括部分を取り上げて比較材料
とした｡ 本文献の見解は, 実態的に当時検査部長であった高橋俊英氏のものである｡



の要領』 の ｢第 6章 検査から見た最近の問題点｣

をもとに考察し(28), 昭和 37年時点の認識は, 『検

査から見た地方銀行経営』 をもとに考察する(29)｡

また, 昭和 43年時点については, 同年に発刊さ

れた 『金融機関の検査』 の ｢第 2部 検査上の諸

問題｣ を用いる(30)｡ 3つの時点における検査部の

認識推移を概観するために, 図表 5に各資料に記

された地方銀行をはじめとする金融機関の問題項

目を列挙する｡

昭和 43年に発刊された 『金融機関の検査』 は,

『金融検査の要領』 の後を継ぐ検査マニュアルで

ある｡ 両マニュアルに記述された問題点は, 金融

機関全体を対象にしたもので, 全てが地方銀行固

有の問題に限定されたものではないので, 両マニュ

アルの内容を分析するにあたっては, 金融機関全

般に共通する問題点と, 地方銀行固有の問題点と

を切り分ける｡

3つの資料にほぼ共通する検査指摘は, �経営

管理, �貸出金, �預金, �損益, の 4つのカテ

ゴリーに整理される｡ 以下で, 昭和 34年から昭

和 43年の 10年間を対象に, 地方銀行を中心とす

る金融機関が抱える問題点についての, 検査部の

認識推移をカテゴリーごとに考察する｡

4�1 経営管理

『金融検査の要領』 は, 銀行経営の欠陥を運営

上の問題に絞って述べている｡ その内容は, 経営

者がいかに経営組織を効率的に利用するかという

点と, 経営の計画化をつかさどる総合予算の運営

に関する欠陥についてである｡ 機構形成の主眼は,

機構による運営を図ることにより, 事務運営の合

理性を確保することであるが, 機構を無視した独

断専行は経営者をはじめとする機構の運営責任者

によってなされることが指摘されている｡ また,

経営の計画化は総合予算制度の実施を通して実現

されるが, いまだ未熟な段階にあると指摘されて

いる｡ これは, �総合予算が具体性に欠け, 権威

がないこと, �予算差異分析が行われず, 差異原

因の追求, 功罪の明確化が行われていないことの

2点が原因と分析されている｡

これに対して, 『検査から見た地方銀行経営』

の著者で当時検査部長であった高橋俊英は, 経営

管理のポイントを大きく 2つにまとめている｡ 一

つは, 検査官が経営管理の問題を銀行経営者に対

して指摘, 提言する場合は, 銀行の規模を考える

必要があるということである｡ つまり, 都市銀行

の事例がそのまま小規模金融機関に該当するとは

限らないということである｡ また, 組織を作って

も, 組織内部で相互のコミュニケーションが十分

図られていないため, 指令の趣旨が一貫していな

い場合があり, 下位職階の者によって指令が無視

される場合がある｡

また, 経営計画が立派でも, 実行がともなわな

い銀行が多いことが指摘されている｡ 高橋は, 銀

行経営が計画性を持ち, かつ民主的であることを

理想として銀行を指導しながらも, ワンマン経営

がその実効性をあげていることがある事実を認め

ている｡ つまり, 高橋の本音は, それぞれの銀行

の成り立ちや規模に応じて, 適切な経営方法を採

用することが, 現状だけをとらえれば望ましいと

いうものであった｡ しかし, ワンマン経営の弊害

は, 長期的に見た場合, 継続性に欠ける点であり,

銀行検査ではこの点を問題にして銀行経営の民主

化を推進している｡

『金融機関の検査』 では, ｢経営理念｣, ｢経営計

画｣, ｢経営組織｣ の 3つの視角から総合的に問題

点が整理されている｡ ここでは 『金融機関の検査』

を中心に, 昭和 43年時点の検査部の考え方を,

�経営計画のうちで重要な役割を果たす ｢原価計

算｣, �内部監査の役割に対する認識, の 2つの

視角から考察する｡

経営計画で重要な役割を果たす利益計画を正確

ならしめるツールとしての, 原価計算システムの

導入と精緻化については, 昭和 30年代に遡って

考察する｡ 昭和 30年代における銀行の原価計算

については, 昭和 31年 3月 6日付決算通牒 ｢昭

和 30年度下期決算等当面の銀行経営上留意すべ

き事項について｣ (以下, ｢昭和 31年決算通達｣

と略称する)(31) によって, 原価計算の導入を具体

化するための第一歩が踏み出されたというのが,

当時の検査部審査課課長補佐であった小池謙輔の

理解である(32)｡ 小池は, 個別原価計算は, 本来,
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調達, 運用の間で詳細な紐付けを行うものである

としながらも, この決算通達の解釈としては, ま

ず, 調達サイドについて原価計算的に捉えるため

に発牒するものであり, いわば銀行への個別原価

計算導入の試みであるとしている｡

小池が個別原価計算の導入に関する問題を, 他

の銀行経営上の問題と同列に論じていたのに対し

て, 『金融機関の検査』 では, 原価計算を, 経営

理念を構成する重要要素である経営計画の枠組み

で捉えている｡ また, 金融機関の検査で述べられ

ている, ｢規範的要素が含まれた利益計画｣ を長

期的視野に立った経営者の理念が反映された利益

計画と理解すると, 昭和 40年代に至って, 時間

軸を重視した利益計画が強調され, それを支える

基本ツールとしての原価計算が経営計画の切り口

として認識されたと理解できる｡ つまり, 原価計

算は, ｢不確実な明日のために何をするべきか｣

という, 将来リスクを念頭に置いた経営計画を立

案するためのツールと位置づけられていたと理解

される｡

『金融機関の検査』 における, 内部監査の役割

に対する認識を考察するにあたって, 『金融検査

の要領』 における内部監査の記述を概観する｡

『金融検査の要領』 の内部監査に関する記述は,

内部統制組織確立の重要性から説き起こした斬新

なものであった｡ これは 『新しい銀行検査法』 に

は見られない視点からの内部監査の理解である｡

内部監査充実の試みは, 大正末期から昭和初期に

かけて行われたが, 決して成功したとはいえない｡

その後, 昭和戦前期, 戦中期の混乱を経て, 戦後

初めて検査当局の内部監査に対するスタンスが示

されたのが, 『新しい銀行検査法』 であり, それ

を内部統制の概念を含んだ, 新しいコンセプトで

一新したのが, 『金融検査の要領』 である｡

内部統制という用語は銀行の経営組織に対する

検査当局の考え方から推察すると, ｢銀行の事務

組織を中心とする企画機能と内部規律を支えるシ

ステム｣ という意味に近いと考えられる｡ 銀行業

務の実態と内部監査の中間領域に ｢内部統制｣ と

いう概念を挿入し, 内部監査を内部統制整備の方

策としたところに, 発想の斬新さが見られる｡

それに対して, 『金融機関の検査』 では, 内部

監査の重要性を内部統制概念と離れて実務的に検

討している｡ 内部監査に対する 7点の認識のうち

で特筆されるのは, �内部監査は経営を補佐する

重要な役割を担っていること, �内部監査は事務

監査, 業務監査と順を追って, 経営監査として経

営者の目線で経営トップを補佐するのが最終目的

であること, �当局検査と内部監査は相補うこと

が望ましいこと, の 3点である｡ 内部監査を経営

の補佐としての役割を有するものとして認識する

のは, 現代の内部監査理論にも通じる開明的な理

解であり, 経営監査を最終目的とするのは, 内部

監査に対する期待の大きさを示している｡ さらに,

当局検査と内部監査の相補関係を重視するスタン

スは, ｢モニタリングの連関構造｣ の存在を仮定す

る本稿の基本姿勢と整合的である(33)｡

つまり, 『金融検査の要領』 から 『金融機関の

検査』 への移り行きにしたがって, 内部監査に対

する認識が, より現実的になるとともに, 内部監

査を業務レベルでのチェック機能と捉えるスタン

スから, 経営監査に役割を担う経営管理ツールと

認識するスタンスに変化している｡ また, 当局検

査により, 各金融機関の内部監査の実施状況を一

方的にチェックする立場から, 両者の相補関係を

重視するスタンスへと変化している｡ これらの点

を考えると, 昭和 34年から 43年の 10年間で検

査部の内部監査に対する認識は格段に進化したと

いえる｡

4�2 貸 出 金

『金融検査の要領』, 『検査から見た地方銀行経

営』, 『金融機関の検査』 の 3資料で共通して取り

上げられているのは, 大口信用供与の問題である｡

貸出金についての, その他のポイントとしては,

『金融検査の要領』 では, ｢融資の審査管理｣, ｢審

査事務の合理化をめぐる問題点｣, 『検査から見た

地方銀行経営』 では, ｢地方銀行の不要不急融資

の問題点｣, 『金融機関の検査』 では, ｢融資専決

権限の問題｣ に焦点を絞って論じられている｡ 大

口信用供与以外の貸出に関わる問題点については,

横並びで比較して論じることは困難である｡ した
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がって, 大口信用供与の問題を各資料の共通項と

して考察し, 融資の審査, 不要不急融資, 融資専

決権限については, 各資料で述べられている内容

に基づき個別に検討を加える｡

『金融検査の要領』 は, 大口信用供与がポート

フォリオを適切に分散させるという原則に反する

旨を述べた上で, 地方銀行固有の問題について論

じている｡ 地方銀行にとっての大口信用供与を中

央大企業に対するものと, 地元企業に対するもの

に分けた上で, 前者については, ｢地方銀行の流

動性低下｣, ｢地元企業がなおざりになること｣,

｢地方銀行の経営の不安定化｣ 等の問題を指摘し

ている｡ 中央大企業のメインバンクは大規模都市

銀行である場合が大半で, 地方銀行はその資金力

に比して中央大企業への貸出が大口であるにもか

かわらず, 企業サイドからすると限界取引金融機

関として位置付けられている場合が多い｡ つまり,

地方銀行は金融繁閑の波に合わせた微調整機能と

して利用される場合が多いと考えられる｡

その一方, 地方銀行サイドからすると, 大規模

都市銀行の融資額推移や動向をチェックしてさえ

いれば, 中央大企業向貸出は与信リスクの低い堅

実先への貸出と位置づけられるので, 貸出実行時,

借替時ともにさほど厳密な審査は求められない｡

地方銀行にとって中央大企業向貸出は, 与信リス

クは低い代わりに融資額の増減がほぼ一方的に借

り手サイドによって決定される, 不安定な資金運

用ということになる｡ 地方銀行の本分を忘れた形

での中央大企業向融資は, 地元向貸出をおろそか

にすることよる機会損失を考えると, 最終的には

個別貸出の不良債権化よりも深刻なマイナス影響

の原因となる｡

その一方, 地元企業に対する大口信用供与にと

もなって生じる問題点は, 地方銀行の合理的な融

資判断が機能不全に陥ることに起因する｡ 地方銀

行と地元企業が一体感を持ちすぎることにより,

融資の規律付けが劣化するケースである｡ つまり,

中央大企業に対する大口融資, 地元企業に対する

大口融資ともに, 本来の銀行の審査機能が健全に

働かない状態で行われるものであり, この状況が

地元中堅企業に対する融資姿勢に波及すると, 地

方銀行の審査機能は漸次低下の一途をたどること

となる｡

高橋の意見に代表される 『検査から見た地方銀

行経営』 の考え方で特徴的なのは, ｢地方銀行の

余裕資金は最終的には中央大企業に供される｣ と

いうものである｡ しかし, 日本経済を全体から見

ると, 余剰資金は資金が不足している部門に流れ

るのは当然である｡ したがって, 直接的な貸出で

あろうと, コール市場を通したものであろうと,

経済全体から見た地方銀行から中央大企業への資

金の流れは, 金融逼迫時には必然的なものと考え

られる｡ また, 融資審査を伴わないコール運用と

実態的な審査を経ない中央大企業向貸出の間に,

リスク面での著しい差異は見られない｡ しかし,

地方銀行が中央大企業との融資取引を通して得る

ことができる情報, 人的関係等の周辺メリットに

ついて高橋は, あまり評価していない｡

『金融機関の検査』 では, 大口信用供与イコー

ル大企業融資という既成概念で捉えられがちな大

口信用供与に対して, 分析の切り口を ｢危険分散｣

と ｢中小企業専門金融機関の中小企業者への融資

均霑｣ の 2つとしている｡ さらに, 大口信用供与

の問題を列挙した後, その回避策について論じて

いるが, 内容的に新しいものは見当たらない｡ し

かし, 貸出の事後整理を, 融資開始時の判断以上

に重要なものとして強調した点は注目される｡

以下では, ｢融資の審査｣, ｢融資専決権限｣ の 2

つを取り上げる｡ 『金融検査の要領』 で取り上げ

られている, ｢融資の審査｣ については, その不

十分さに関する指摘が大半である｡ 審査実務の問

題点は, その簡素化により事務が合理化される反

面, 与信チェック密度が低下することに対する問

題意識が大きい｡ つまり, 融資審査事務の合理化

は適正な範囲で行われるべきで, 過度な審査も過

小な審査も不適切であることが述べられている｡

また, 対応策の中に内部監査の強化があげられて

いるが, 内部監査は本来, 個別の審査実務の内容

に立ち入ってその是非を判断するのではなく, 融

資事務体制や体制に沿った融資事務の運用実態を

客観的な立場から評価するものであるので, この

点に関しては誤解が存すると考えられる｡
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『金融機関の検査』 で取り上げられている, ｢融

資専決権限の問題｣ は, 審査事務の合理化と連関

している｡ 審査事務の合理化は審査プロセスにお

ける事務処理内容そのものの合理化であるのに対

して, 融資専決権限の問題は審査承認フローの簡

素化の問題である｡ つまり, 工場での作業になぞ

らえると, 前者がベルトコンベア上の製品組立作

業の精粗に関わる問題であるのに対して, 後者は

ベルトコンベアの速度の問題である｡ ベルトコン

ベアの最終地点で完成品となる融資案件の審査結

果は, この 2つの要素が適切にかみ合って, はじ

めて高品質なものとなる｡ 融資専決権限の下位職

階への再委任は, ベルトコンベアのショートカッ

トであり, 有能な経営トップによる独断的な審査

権限行使は, 組立工程の省略に相当する｡ 銀行の

融資判断過程を工場の製造プロセスに擬した場合,

融資判断能力, すなわち工場の製造能力でいうと

ころの標準組立工程の遵守と標準速度によるコン

ベア移動が実現されて, はじめて高品質な融資審

査結果が得られる｡

4�3 預 金

『金融検査の要領』, 『検査から見た地方銀行経

営』, 『金融機関の検査』 の預金に関する見解は,

それぞれ異なった視点から述べられている｡ 昭和

34年時点の 『金融検査の要領』 では, 預金の問

題は定期預金の増加に集約して記述されている｡

その要旨は, �定期預金が実質貸出の底溜り部分

と見合っているものが相当あると思われるが, そ

のような預金は, 新たに投融資にまわすことがで

きないので, 単なる見せかけにすぎないこと, �

定期預金の比重の増大にしたがって, 預金利回り

が上昇し, 広告, 宣伝, 交際接待等の増加が収益

性を圧迫する要因となっていること, �定期預金

増加にともなって預金担保貸出が増加し, それが

期日相殺されることを勘案すると定期預金は実質

的な安定性が低いと考えられること, 等である｡

これらの問題点が意味するところは, 定期預金

中心の預金吸収運動を見直し, 店舗周辺の普通預

金吸収による低利資金の滞留を図る必要があると

いうことである｡ つまり, 定期預金を多く持つと,

預金利息が高い分, 資金コストが割高になるので

収益性を圧迫するという考えである｡ 資金の安定

性と収益性を同時に実現することができれば, そ

れにこしたことはないが, 現実的には預金獲得競

争の激化を考えると, 固定性預金として取り込み,

資金の安定性を図るのがオーソドックスな戦略で

あり, 『金融検査の要領』 で求めている内容は現

実的ではないと考えられる｡

『検査から見た地方銀行経営』 では, 債務者預

金と実質金利の問題が記述されている｡ その要旨

は, �債務者預金によって実質的に高くなってい

る日本の金利水準は, 実質的に引き下げる必要が

あると考えられるので, 最近の検査の際に注意し

て特別の調査をさせている, �従来, 歩積両建と

称してきたのは, 非常に限られた範囲のものであ

り, 歩積両建預金の認定を免れるのは造作ないこ

とである｡ したがって, 借入人が銀行の要請によっ

て預金させられたとおぼしき金額を捉える調査を

している, �一般の債務者として預金しているも

のが預金全体の 41％を占める｡ これをもとにし

て実質金利を計算すると, 大企業は 9.26％, 中小

企業は 13.61％になる, 等の 3点である｡

これらの点を見ると, 検査部としては, 純粋な

預金の伸びを見て銀行の成績を判断しようとして

いることが分かるが, 純粋な預金量の伸び率をも

とに銀行の実績を判断するための基本的施策は述

べられていない｡ 個別の貸出金使途のトレースを

通して歩積両建預金を規制する銀行局通達が発牒

される昭和 39年まで, つまり昭和 37年時点では,

検査部としての理想を抱きながらも, 実際には有

効な検査を実施することができず, 銀行の自覚に

頼っていたのが実態であった(34)｡ つまり, 借入

人が銀行の要請によって預金させられたとおぼし

き金額を捉える調査を, 検査部が実施することは

容易ではなく, その実効性にも不安がある｡ した

がって, 銀行との力関係で顧客がその意に反して

固定預金にさせられた金額は, 何らかの基準で一

律かつ極力詳細に判定しなければならない｡ そし

て, その基準が示されるのが, 第 46回国会衆議

院大蔵委員会において大久保武雄氏が提出した決

議案であった(35)｡
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昭和 43年に刊行された 『金融機関の検査』 で

は, 預金の問題は, 粉飾預金, 特利預金, 導入預

金, 歩積両建預金, 従業員預り金の預金種類ごと

に述べられている｡ 項目ごとの問題点については,

戦後の金融機関経営の歴史的推移を踏まえ, 不適

切な取扱いをせざるを得なかった原因について分

析を加えている｡ 個別に取り上げられた問題のう

ち, 対策を含めて最も具体的に述べられているの

は, 歩積両建預金に関わる問題点である｡ つまり,

昭和 39年 6月 25日に開催された衆議院大蔵委員

会に始まり, それと同日に大蔵省銀行局から発牒

された通達 ｢歩積, 両建預金の自粛徹底について｣

によって, 個別具体的に歩積両建預金を規制する

政策が打ち出された｡ これにより, 昭和 37年時

点では観念論に終わっていた規制措置が, 国会決

議を経て銀行局通達として示達されることにより

具体的施策が講じられることになった｡

歩積両建預金に関しては, ｢歩積両建預金の意

義と自粛措置の沿革｣, ｢過当な歩積両建預金を解

消させるための行政指導の骨組み｣, ｢自粛基準運

用上の留意事項｣ の 3つの切り口から分析が加え

られている｡ 昭和 26年以来, 過当な歩積両建預

金の自粛を促す銀行局長通達は 10数回発牒され

ているが, どれもはかばかしい効果が上がらなかっ

た｡ 昭和 39年に入り, 金融引締下における中小

企業に対する資金融通の困難さから政治問題化し,

衆参両院の各委員会で歩積両建預金の問題が追及

されることとなった｡ その結果, 昭和 39年 6月

の国会決議は, 公正取引委員会に対するものと大

蔵省に対するものの 2つに分かれた｡ 公正取引委

員会に対する国会決議は, �不公正な取引と認め

られる歩積両建預金に関する具体的基準の検討,

�必要な場合における特殊指定の実施の 2つであ

る｡ 大蔵省に対する国会決議は, ①新たな指導基

準を作成すること, ②不当な歩積両建預金を 1年

で完全に解消すること, ③非協力金融機関に対し

て厳格な措置をとることの 3点である(36)｡

昭和 39年 6月 25日に開催された衆議院大蔵委

員会では, 大久保武雄氏が, ｢不当な歩積・両建

の規制に関する件｣ として発言した｡ 大久保は冒

頭で, 歩積・両建の是正状況については, 相互銀

行は改善のきざしはあるものの, 都市銀行, 地方

銀行の改善がはかばかしくないことが問題で, そ

の進捗を促す意味で発言したことを述べている｡

つまり, 歩積・両建是正のターゲットは都市銀行

と地方銀行であった｡

大蔵委員会での大久保の議案に対する主たる発

言者は, 大蔵委員会理事の堀昌雄と民社党の春日

一幸の 2名であった｡ 堀の発言要旨は, �歩積・

両建の規制強化にともなって, 中小企業に対する

貸出が委縮する可能性があるので, その点につい

て, 行政上の指導を適正にすること, �歩積・両

建の問題に関して, 銀行サイドの問題がクローズ

アップされているが, 中小企業サイドにも内部的

な問題がなしとはしないので, 中小企業サイドに

も今回の措置の意図を理解する必要があること,

�信用補完を担う信用保証協会や中小企業保険公

庫が, 比較的大口の案件に偏り, 本来信用供与を

必要とするものには信用補完を行わない傾向があ

るので, この点の是正を行うこと, �歩積・両建

の背景には, 邦銀間の過当競争の問題があり, 預

金量の多寡が銀行の優劣を示すかのような誤解が

あるので, その点を是正すること, �金融機関と

一くくりにするが, 都市銀行から信用金庫まで格

差があるので, 行政上の困難はあると思われるが,

銀行の経営上の問題にのみ執着して実際の措置が

遅延しないようにすること, の 5点である｡ これ

らの点は歩積, 両建の問題に限らず, 銀行行政の

問題点を的確にとらえた発言である｡ 少なくとも,

大蔵委員会の議論経緯を見る限り, 充実したやり

取りの後に決議されたことが理解できる｡

春日の発言は, 大久保の提案を肯定した上で,

歩積・両建の対象金融機関はあたかも都市銀行,

地方銀行に限定されるかの感があるが, 相互銀行

や中小金融機関および政府系金融機関である商工

中金, 不動産銀行等を含めて歩積・両建規制の対

象となることを改めて確認している(37)｡

この衆議院大蔵委員会の決議を受けて, 大蔵省

当局の自粛措置は第 1ラウンド, 第 2ラウンドの

2段階に分けて説明されている｡ 第 1ラウンドは,

昭和 39年の ｢歩積, 両建預金の自粛徹底につい

て｣ (昭和 39年 6月 25日付, 蔵銀第 822号全国
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銀行協会連合会会長宛) によって, 昭和 40年 5

月末を期限として過当な歩積両建預金を整理解消

すべく自粛措置が具体的に実施された｡ 第 2ラウ

ンドは, 昭和 41年の ｢歩積両建預金自粛措置の

強化について｣ (昭和 41 年 10 月 31 日蔵銀第

1,453号) によって, 自粛強化が打ち出された｡

第 2ラウンドで自粛強化が打ち出されたのは,

�第 1ラウンドではまだ徹底を欠いているという

批判があること, �拘束性預金は債権保全上必要

であるとはいえ, その額が多すぎること, �拘束

性預金の額に対応する部分の貸出金の金利も引き

下げ, 債務者の負担を軽減する必要があること,

の 3点である｡ このように, 相殺, 拘束解除, 金

利措置等の自粛措置を具体的に実施することによ

り, 過当な歩積両建預金の整理は進んだとしてい

る｡ 昭和 43年に発刊された, 『金融機関の検査』

の記述は, 昭和 39年の歩積両建預金の自粛強化

に引き続いて発牒された, 昭和 41年の銀行局通

達 ｢歩積両建預金自粛措置の強化について｣ の結

果を踏まえたものとなっている｡

地方銀行に対する歩積両建預金の検査結果を,

昭和 39年度から 42年度まで時系列的に比較する

と, 昭和 39年度は, ｢下期は一般預金に占める債

務者預金の割合が約 3.3％低下したが, これは歩

積・両建預金の整理が進んでいることを示すもの

と思われる｣ として具体的数値で改善度を評価し

ている｡ 昭和 40年度は, ｢債務者預金の一般預金

に対する割合は, 39.7％で, 歩積・両建預金の自

粛等もあって, 前回の 44.6％より低下している｣

として, さらに数値改善を評価している｡ 昭和

41年度, 42年度も同様に一貫して債務者預金比

率が着実に低下していることを評価しており, 42

年度の債務者預金比率は 36.4％と, 昭和 38年度

の 45.6％と比較すると, 9.2％低下している｡

銀行検査で把握された債務者預金の一般預金に

対する割合は, 年度ことに検査対象銀行が異なる

ため, 地方銀行全体を母集団とすると, 年度ごと

に抽出された標本同士を比較していることになる｡

しかし, �昭和 38年度から 42年度に至る 4年間

で, 一貫して債務者預金比率が低下していること,

� 4年間の低下幅が 9％以上に及ぶこと, の 2点

を勘案すると, 昭和 39年度, 昭和 41年度の歩積

両建預金自粛強化に関わる大蔵通達の効果は歴然

としている｡

4�4 損 益

『金融検査の要領』, 『検査から見た地方銀行経

営』, 『金融機関の検査』 の損益に関する見解は,

それぞれ異なった視点から述べられており, 説明

内容の精粗にも差が見られる｡ 『金融検査の要領』

では, 既に経費節減一辺倒から脱却して, 経営合

理化の対価としての経費効率向上を主眼とすべき

ことが認識されていたものの, その具体的方策に

ついての記述はない｡

『検査から見た地方銀行経営』 は, 損益を預金

原価の切り口から記述している｡ つまり, 預金経

費率が高いことが銀行収益の圧迫原因となってい

ることを分析し, この点を改善するためには, 1

人当り資金量というメルクマールを導入し, それ

を高めることによって資金コストを引き下げる戦

略を示している｡ この点に関しては, 当時の検査

部長である高橋俊英の考え方と, 同時期の検査指

摘内容を比較すると, 検査部長と検査現場の担当

官の考え方は一致していたと結論づけられる｡

『金融機関の検査』 は, 金融機関の損益構造に

ついてマクロの切り口から記述している｡ これは,

この時期, 日本経済が規模拡大し, 国債保有を銀

行に依存した状況や, 昭和 40年不況により銀行

の損益構造がさらに複雑化したことが背景にある

と考えられる｡ 1人当り資金量は, 引続き資金コ

ストを引き下げるためのメルクマールとして引き

続き重視されている｡

検査部は, 昭和 40年代以降の環境変化に適応

できないのは, 比較的小規模の金融機関であると

認識していた｡ つまり, コールの出し手金融機関

が, 運用利回りの動向を見きわめて利益確保する

ことが困難ではないかと認識していたと考えられ

る｡ 金融機関の他の運用手段である有価証券につ

いては, 検査部は有価証券の構成変化に注目して

いる｡ 従来, 金融機関の有価証券運用では社債が

中心であったが, 昭和 40年代に入って国債, 地

方債の比率が増大した｡ 金融機関が保有する有価
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証券利回りは低下傾向にあるが, とりわけ中小金

融機関保有の有価証券利回り低下の影響が大きい

というのが検査部の分析である｡

資金コストについては, 安定した収益を確保す

るために低減に努めなければならないというのが,

検査部の強い問題意識である｡ 資金コストの主体

は, 預金利息, 人件費, 物件費であり, このうち

人件費を低減するためには, 経営の合理化, 近代

化が必要である｡ 資金コストの大宗を占めるのは

預金吸収コストであり, 預金利息の大半を占める

のは定期性預金に付利される利息である｡ 『金融

機関の検査』 は, 生産性の尺度は何かという点に

ついては議論があるとしながらも, 現状の金融機

関経営を前提とすると, 1人当り資金量が最も適

切な指標であるということを改めて確認している｡

物件費は資金調達コストの 1割未満のウエイト

しかないとしながらも, 合理化, 効率化に対して

弾力性のある経費であるとしている｡ つまり, 物

件費を構成する福利厚生費, 通信交通費, 広告宣

伝費, 消耗品費等は, 金融機関の歴史的背景, 立

地条件, 支出効果について金融機関の経営判断に

差異があり, 合理化の余地を残しているものが多

いとしている｡

昭和 34年から昭和 43年に至る 10年間, 検査

部は経費効率向上方策の主眼を, 預金経費率の改

善にしぼってきた｡ つまり, 人件費, 物件費とも

に預金経費に占める割合を問題にして, 経費支出

をいかに効率的に預金吸収に結びつけるかという

点に焦点を合わせて検査指導してきた｡ 昭和 30

年代前半の経常収支率に基づく漠然としたコスト

削減指導から, 資金コストという概念に基づき,

1人当り資金量という具体的指標によって損益改

善を指導するようになったことが, 10年間で最

も特徴的な検査部の損益に対する考え方の変化で

ある｡

もう一つの特徴は, 昭和 40年代に入って銀行

間の優劣に対する検査部の認識が明確になってき

たことである｡ 昭和 40年代に入って国債を大量

に保有することになった銀行は, 従来と異なる収

益環境下での経営を余儀なくされた｡ その環境変

化への対応が, コールの受け手であった都市銀行

と, コールで安易な運用を行ってきた, 地方銀行

をはじめとする小規模金融機関で異なるのではな

いかというのが検査部の認識である｡ つまり, 環

境変化への対応の巧拙により, 金融機関の間で,

優勝劣敗の格差が拡がると予想している｡

お わ り に

本稿の目的は, 『金融検査の要領』 が銀行検査

マニュアルとして機能した, 昭和 34年から昭和

43年に至る 10年間を対象に, 銀行検査の内容推

移を考察することであった｡ 本稿では, まず,

『金融検査の要領』 の検査基本方針を 『新しい銀

行検査法』 の検査基本方針と比較し, かつ 『新し

い銀行検査法』 がいかなる地方銀行の現実に直面

して内容変化を遂げ, 『金融検査の要領』 に帰着

したのか, という点について検査指摘内容の変化

との関わりから考察した｡

その結果, �『金融検査の要領』 は, 『新しい銀

行検査法』 における ｢徹底した実証主義｣ の考え

方を広義に捉え, 過去の検査成績に基づいた臨検

先の抽出検査, 書面検査を効果的に織り交ぜた検

査を実施する根拠を明確にしたこと, �従来から

存在した, 総合検査, 特別検査に簡易検査を加え

て, 重点検査事項を定めた検査を目指したのは,

実証主義的検査の理想に対して, 実務レベルで合

理的に対応しようとする工夫の表われと考えられ

ること, �『金融検査の要領』 では, 銀行検査権

限を銀行法等に根拠を有する行政上の任意調査権

であることを明記していること, �また, これに

より, 司法上の強制捜査権や許可状を用いて調査

する強制調査権と, 銀行検査権の淵源が基本的に

異なることを検査官に認識させ, 自分に与えられ

た権限の範囲内で検査を実施するよう教育的意味

を含めた記述を行ったものと解釈されること, 等

が明らかになった｡

『金融検査の要領』 の考え方は, 同書の第 2章

の ｢検査の体系｣ に表れている｡ 特徴的であるの

は, ｢損益｣, ｢経営管理｣, ｢銀行の公共性｣, ｢内

部監査｣ の 4項目である｡ 金融検査の要領では,

金融機関の健全性を構成する要素として, 流動性
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と確実性に次いで収益性を重視している｡ 収益性

に関する検査のポイントとしては, �資産負債の

量と質を集約的に反映する損益の状況から遡って,

資産負債の量と質を再検討し, 資産負債の確実性,

流動性を維持する方策を探求すること, �経営管

理上の諸方策が具体的に現れている経費支出の状

況を検討し, 金利の妥当性を検討すること, �為

替, 代理貸, 債務保証等の業務に伴う収入につい

て, 主としてそれが安定的であるかどうかの観点

から検討すること, の 3点があげられている｡

『金融検査の要領』 の損益の状況から遡って資

産負債の量と質を再検討するという発想は, 『新

しい銀行検査法』 には見られなかったものである｡

これは, 金融機関の収益は, 資産負債の量と質を

どのように構築, 維持するかにより増減するもの

で, 金融機関のパフォーマンスの総合成績に等し

いという考え方である｡ 金融機関の総合成績であ

る収益の源泉を分析し, 収益を増加させるために

は, いかに優良な資産を積み上げ, 適正な流動性

を保持するか, また, 本源的預金のような負債を

いかに安定的に確保するかという原点に戻って検

査し, 提言することが重要であることを明記した

点が特徴的である｡

経営管理の中核業務である予算統制業務につい

て, 『金融検査の要領』 は資金予算を損益予算に

優先させるものと位置づけている｡ 資金予算は資

金繰りの前提として, 預金計画と貸出計画があり,

両者の時期的なズレを調整するものを資金繰りと

位置づけ, 調整すべき変数を貸出計画としている｡

損益予算は資金予算の成立後, 運用収益, 支払利

息予算を立て, 経費予算と為替, その他の役務関

係収益予算が加えられて編成される｡ つまり, 銀

行経営において最優先されるべきものは資金繰り

であり, それを確保して後に損益計画が立案され

るという考えである｡

銀行の公共性について論ずるにあたり, �金融

分野調整の問題, �資金の地元還元の問題, �不

要不急融資の問題, �金利負担の軽減の問題, の

4点は, 銀行の公共性の概念とは離れた, 個別指

摘事項として扱われてきた｡ 『金融検査の要領』

では銀行の公共性の 2面性を規定することにより,

これらの個別指摘事項を積極的な意味での銀行の

公共性の概念に沿って整理した｡ そして, 銀行監

督当局による銀行法解釈の一環としての銀行の公

共性の認識に, 検査部による銀行の公共性に対す

る解釈を加え, 銀行検査の目的を明確化した｡ つ

まり, 与信受信業務両面に銀行の公共性の概念を

関連づければ, 大半の検査指摘は銀行の公共性に

背反するものとして認識されることになる｡ 銀行

検査は銀行経営効率化, 業務効率化の観点に基づ

く指摘, 提言機能に加え, 銀行の公共性を確保す

るために不可欠なものとなる｡ そうなると, 検査

指摘, 提言の重みは倍加し, 行政上の任意調査権

に過ぎない銀行検査権限は, 銀行の公共性保護の

名目において実質的な強制力を有することになる｡

『金融検査の要領』 の内部監査に関する記述は,

内部統制組織確立の重要性から説き起こした斬新

なものである｡ これは, 『新しい銀行検査法』 に

は見られない視点からの内部監査の理解である｡

内部統制組織の定義が明確ではないので, 金融検

査の要領が理想とする統制組織がいかなるものか

不明であるが, 企画機能を重視した経営のあり方

については, 昭和 33年度までの地方銀行に対す

る検査指摘でも強調されているので, 単なるチェッ

ク機能ではなく, 経営の観点から内部統制組織の

あり方を重視したものと推察される｡ 統制組織の

確立は内部監査の観点からも重要であるが, 同時

に, 銀行検査の観点からも健全経営のあるべき姿

を提示すべきであり, 内部統制組織の確立を各銀

行の自律性にのみ依拠するのは不適切と考える｡

現代の米国トレッドウェイ委員会が規定するよ

うな, 内部統制の確固とした定義は当時存在しな

かったものの, 銀行業務の実態と内部監査の中間

領域に ｢内部統制｣ という概念を挿入し, 内部監

査を内部統制整備の方策としたところに, 発想の

斬新さが見られる｡ 内部統制の概念規定は 『金融

検査の要領』 では明確に示されていないが, もし,

当時の概念規定が ｢銀行の事務組織を中心とする

企画機能と内部規律を支えるシステム｣ という理

解に近かったとするならば, この概念で規定され

たシステムを確立するための銀行業務の改善は,

従来と全く異なるものになっていたであろう｡
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それに対して, 『金融検査の要領』 の後を継ぐ

『金融機関の検査』 では, 内部監査の重要性を内

部統制概念と離れて実務的に検討している｡ 『金

融機関の検査』 の認識で特筆されるのは, �内部

監査は経営を補佐する重要な役割を担っているこ

と, �内部監査は事務監査, 業務監査と順を追っ

て, 最終的には経営監査として経営者の目線で経

営トップを補佐するのが最終目的であること, �

当局検査と内部監査は相補うことが望ましいこと,

の 3点である｡ 内部監査を経営の補佐としての役

割を有するものとして認識するのは, 現代の内部

監査理論にも通じる開明的な理解であり, 経営監

査を最終目的とするのは, 内部監査に対する期待

の大きさを示している｡ さらに, 当局検査と内部

監査の相補関係を重視するスタンスは, ｢モニタ

リングの連関構造｣ の存在を仮定する本稿の基本

姿勢と整合的である｡ つまり, 検査部の内部監査

に対する認識は, 戦後, 紆余曲折をたどりながら

も, 昭和 40年前半に至って当局検査との相補関

係を有するものとして認識されるようになった｡

しかし, 当局検査と内部監査が協働すべき内容に

ついては, 必ずしも内部監査の本質に関する正確

な理解に基づいたものではない｡

『金融検査の要領』 で使用される検査報告書類

を, 『新しい銀行検査法』 の検査報告書類と比較

することによりその特徴を明確化しようと試みた

結果, 両マニュアル間では ｢総括｣ と ｢資産｣ に

関する報告書の構成割合が著しく異なった｡ 新し

い銀行検査法では, 検査官作成貸借対照表は文字

通り検査官が作成するので, 真正な貸借対照表の

作成を通して, 銀行の資産, 負債, 資本の構成割

合や内訳が検査官によって把握される｡ これに対

して, 金融検査の要領では, 検査官自らが銀行か

ら提出を受けた貸借対照表に手を加えることがな

いために, 検査官が実感として銀行の全体像を把

握することが困難である｡

『新しい銀行検査法』 による銀行検査は, 検査

官が高度な専門知識をもって, 極力, 被検査銀行

と対等な目線で主体的に関わり合うことを求める

ものであった｡ これに対して, 『金融検査の要領』

による銀行検査は, 検査官が一般的な知識レベル

で効率的に銀行検査をこなせるよう, 検査官の負

担を減らす反面, 被検査銀行の負荷を増加させた｡

必然的に検査官の目線は高みから被検査銀行に向

けられることになり, 能動的な被検査銀行との関

わりも減少した｡ このような変化は, 銀行検査の

効率化を追求した結果であるとともに, 検査官の

専門知識レベルに合わせた現実的対応の結果と考

えられる｡

『金融検査の要領』 で示される報告書類につい

ては, 『新しい銀行検査法』 で示された報告書と

の比較を 7項目わたって実施した｡ その結果,

｢検査官作成貸借対照表｣, ｢損益の分析及び株主

勘定の異動表・損益の分析｣, ｢資産負債の趨勢｣

の 3項目で金融検査の要領に特徴的な点が見られ

た｡

米国の検査法を参考にして, 『新しい銀行検査

法』 に取り入れられた検査官作成貸借対照表は,

検査官によって作成されるものであるが, これは

ユニット・バンキングを基本とする米銀ではじめ

て可能になる｡ この点, 新しい銀行検査法は十分

な詰めが欠けていた｡ これに対して 『金融検査の

要領』 では, 株主総会で使用した営業報告書と検

査基準日付の総合日計表の提出を求めるのみで,

これらに基づいて検査官が独自に貸借対照表を作

成することにはなっていない｡ 昭和 26年から 33

年までの 8年間の検査実務の経験を経た上での反

省に立って, 金融検査の要領では検査官作成貸借

対照表を報告書類から外したと考えられる｡

『新しい銀行検査法』 における損益の認識は,

収益力に注目したものであり, 検討されるべき銀

行の収益力を ｢ノーマルかつ健全な経営形態に修

正した場合, その収支余裕は最低の所要純益を賄

うに足りるか｣ という観点から捉える｡ これに対

して, 『金融検査の要領』 では, 銀行の収益性を

銀行の健全性を構成する 3要素の 1つとして, 流

動性や確実性と並列して捉えている｡ つまり, 資

産の内容が預金債務の支払に支障を生じないだけ

の流動性と確実性を有していたとしても, 収益性

が低く欠損を生じるようであれば, 自己資本を食

い潰し, ひいては預金に見合う資産の不足を生じ

るという考えである｡ 収益と自己資本の関係を重
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視していた 『新しい銀行検査法』 の考え方に対し

て, 『金融検査の要領』 は, まず収益性と資産の

関係を中心に置き, 自己資本の増減を含めた多面

的な関係を, 流動性, 確実性, 収益性という 3つ

の切り口から把握しようとするコンセプトを打ち

出している点が新しい｡

資産負債の趨勢に関して, 『金融検査の要領』

では, ｢資産負債の構成と増減｣, ｢資産負債の残

高異動表｣, ｢資金運用実績表｣ の 3表によって資

産負債の構成と増減推移をより厳密に把握しよう

としており, 予算統制は資金予算と損益予算に分

類される｡ このうち, 資金予算は資金の調達と運

用についての予算であり, 預金, 貸出, 資金繰り

の 3部門に分けられる｡ 資金予算が立てられて後,

運用収益, 支払利息予算を立て, それに経費予算

と為替, その他の役務関係収益予算を加えて損益

予算が編成される｡ つまり, 『金融検査の要領』

では, 『新しい銀行検査法』 に欠けていた, 資金

予算と損益予算の明確な区別と, 両者の関係性を

明確にした上で, 資産負債と収益管理の基本的枠

組みが示された｡

『金融検査の要領』 に基づいて実施された銀行

検査結果を, 昭和 34年から昭和 42年まで時系列

的に比較し, その特徴を明確化するとともに, 地

方銀行を中心とした金融機関に対する大蔵省銀行

局検査部の問題認識を昭和 34年, 37年, 43年の

3つの時点で捉え, その推移を考察した｡ その結

果, 昭和 34年から昭和 42年までの検査結果に基

づく検査部見解については, 経営管理, 貸出金,

預金, 損益の各カテゴリーにおいて特徴的な点を

考察した｡

銀行監督行政と銀行検査行政の協働は歩積両建

預金の問題で発揮された｡ 従来観念論にとどまっ

ていた歩積両建預金の問題を, 具体的基準を設け

て厳格に運用するきっかけとなったのが, 昭和

39年 6月 25日に開催された衆議院大蔵委員会の

決議であり, 大蔵省銀行局から発牒された通達

｢歩積, 両建預金の自粛徹底について｣ であった｡

このように, 国会決議に基づき, かつ具体的規制

内容を含んだ大蔵通達が発牒されることにより,

銀行監督当局は具体的な指導を行うことが可能に

なると同時に, 銀行検査当局も規制内容の遵守状

況を実務レベルで検査することが可能になった｡

本稿では, 戦後初の銀行検査マニュアルである

『新しい銀行検査法』 から内容変化して, 日本の

銀行検査行政に適合する形で策定された 『金融検

査の要領』 が, 戦後の銀行検査を規定し, そのコ

ンセプトが昭和 43年以降, 平成バブル崩壊に至

るまで銀行検査マニュアルの原型として有効であ

り続けたという前提に立って考察した｡ この前提

を昭和 50年代にかけて検証するためにはいくつ

かの切り口を設定する必要がある｡ それらは, �

高度な経済成長を前提とした銀行検査マニュアル

が, 安定成長期に入った 50年代以降も実質的に

銀行検査を規定していたのかどうか, �日本的銀

行検査行政の特徴を前面に打ち出した銀行検査マ

ニュアルが, 昭和 60年代に至るまで, どのよう

な内容変遷を遂げたのか, �『金融検査の要領』

の基本コンセプトが長く日本の銀行検査行政を支

え続けたとすれは, そこから生じる問題はいかな

るものであったのかという 3点である｡ 今後は,

この 3つの切り口から銀行検査を考察することを

課題とする｡

《注》

( 1 ) 『金融検査の要領』 は昭和 42年まで銀行検査マ

ニュアルとして使用され, 昭和 43年からは 『金

融機関の検査』 が新たに銀行検査マニュアルとし

て制定されたので, 『金融検査の要領』 の下で行
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ポイント 指 標 関連通達 分析指標の内容

流動性 流動性
資産比
率

34. 3. 2
蔵 銀
218

流動性資産平均残高

預金平均残高
� 30％

期中流動性資産増加額
(除切手手形金額)

期中預金増加額
(除切手手形金額)

� 30％

確実性 準備預
金の保
有

34. 9. 8
日銀公
告

� 前期末総預金量が 200
億円を超える銀行
要求払預金×1.5％
＋定期性預金×0.5％

� 前期末総預金量が 200
億円以下の銀行
要求払預金×0.75％
＋定期性預金×0.25％
(34. 9. 11から実施)

収益性 経常収
支率

34. 3. 2
蔵 銀
218

経常収支率＝

経常支出
(除法人税)

経常収入

� 指導基準 (78％以内)
の弾力的運営を図る｡

�
経費 (除税金)

経常収入
の低減

を指導｡

出典：大蔵省銀行局検査部内金融検査研究会 『金融検
査の要領』 (大蔵財務協会, 昭和 34年)｡
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《Summary》

OE Seiichi

The purpose of this research paper is to examine the transition of the bank inspection results

and the inspection administration based on the bank inspection method.

This research paper consists of the following :

1) To compare the contents of the new bank inspection method with the previous bank

inspection method in order to understand the transition of bank inspection procedure.

2) To compare the format of the documents handed in before bank inspection of the new

bank inspection method with that of the previous bank inspection method in order to

understand the transition of the inspection method.

3) To examine the transition of the bank inspection results from the 30s to the early 40s of

the Showa period.

4) To examine the problem awareness of responsible officers in the Inspection Department

from Showa 34 to 43.

The previous bank inspection method has concrete ideas about gain and loss, business ad-

ministration, the public nature of the banking, and internal audit. The previous bank inspection

method is rather simple compared with the inspection done according to the new bank inspection

method.

With the new bank inspection method, the bank inspectors can do the inspection with com-

mon knowledge about banking business and relevant technical knowledge. On the other hand,

active approaches by bank inspectors to the banks are reduced. This is the result of pursuing

efficiency of bank inspection based on the ability of bank inspectors.

Keywords : bank inspection method, new bank inspection method, bank inspection administration, inspec

tion of financial institutions

Analytical Approach to the Bank Inspection

from the 30s to the Early 40s of the Showa Period

― The Result of the Bank Inspection and Inspection Administration

for Local Banks based on the Bank Inspection Method―
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別表 『新しい銀行検査法』 との比較による 『金融検査の要領』 の内容検討

比較項目 『新しい銀行検査法』 『金融検査の要領』

銀行検査の

目的
� 預金者の保護を図るために銀行経営の安全

性を検討すること｡

(銀行の安全性を確保するために設けられた監

督法令の遵守状況の検討を含む)

� 公共性確保のための公的機能発揮状況の検

討｡

(公的機能発揮を要請している経済監督統制法

令の遵守状況の検討を含む)

｢銀行の公共性｣ と ｢銀行の安全性｣ がバラン

スすることが, すなわち ｢銀行の健全性｣ を確

保することであるとして, 健全性が包括的な概

念として打ち出されている｡ 昭和 26年時点では

銀行経営を安全に保つことが至上命題であった

ので, 銀行の公共性と並んで安全性が重要な概

念として位置づけられた｡

� 金融機関の経営内容の健全性の検討｡

� 金融機関の機能発揮の検討｡

� 公正な業務運営の如何の検討｡

銀行検査の目的を規定するにあたり, 基盤と

なる概念は ｢銀行の公共性｣ である｡ 銀行の公

共性は, 金融業務に固有な公共性と, 金融業務

を営むにあたっての免許企業としての独占的性

格から, 金融機関の公共性が加重されると考え

る｡

金融業務の公共性は, ｢預金の公共性｣ と ｢貸

出の公共性｣ の両面に分かれる｡ 不特定多数の

預金者に資金源を求める金融機関が生じると,

預金者に対する公共的使命に反する｡ 金融業務

の第二の公共性は, 与信業務が国民経済の成長

発展に深い関係を持つことにある｡ つまり, 銀

行検査の目的�, �は銀行の公共性の 2つの面

が十分に発揮されているかを検討することにあ

る｡

佐竹浩・橋口収 『銀行法』 (有斐閣, 1956年)

において銀行の公共性の一環として認識されて

いる, ｢信用秩序の維持｣ は, ここでは明確に銀

行の公共性の要素として認識されていない｡

銀行検査の

性格
� 大蔵省検査の性格については, 米国におけ

る銀行検査担当機関によって行われる検査の

性格と比較して述べられている｡

� 米国の銀行検査は, ①財務省通貨監督官,

②連邦準備銀行, ③連邦預金保険会社の 3種

類であり, 戦後の大蔵省検査確立の過程にお

いては, ②, ③, ①の順で時系列的に参考に

し, 最終的に大蔵省検査には全ての検査の性

格が複合的に盛り込まれている｡

� 大蔵省検査の性格を日銀考査との関係から

位置付けると, 前者が行政上の権限に基づい

て検査を実施するのに対して, 後者は取引先

である相手銀行の信用状況の調査を主たる目

的としている点が異なる｡

� しかし, 実態的には検査の内容は近似して

いるので, 大蔵省と日本銀行は相互に密接な

連絡をとり, それぞれの目的に従って, 効果

的な検査を実施している｡

銀行検査の

方式
� 大蔵省は, 米国の銀行検査方式の顕著な特

徴であると同時に, 従来の日本の検査方式が

強く反省させられた事項として, 以下の 5つ

のポイントをあげている｡

① 科学的検査基準の確立による統一的検査

② 検査と監督行政の分業

③ 徹底した実証主義

④ 法律の遵守

⑤ 株主勘定の重視

� 新しい銀行検査法で米国の検査制度を参考

に取り入れられた 5つのポイントは, 米国の

制度を生のまま受け入れたとして, 以下の点

を改善すべきとしている｡

① ｢検査と監督行政の分業｣ は当初の構想と

比較し現実的には制度的に分化されなかっ

た｡ むしろ, 検査と行政が一体として運営

できるよう努力されている｡

② ｢徹底した実証主義｣ といっても, 現実的

には問題が少ない場合は数カ店を抽出して

臨店するにとどめている｡ 実証主義とは臨

検することのみによって達成されるわけで

はなく, 確実な事実に基づいて判断を下す

という検査の基本的態度を示すものという

考えが貫かれている｡

③ 検査方式としては, 1) 総合検査, 2) 簡

易検査, 3) 特別検査の 3方式があり, 簡易
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検査は昭和 33年度から採用された, 比較的

問題の少ない金融機関に対して重点検査事

項を定めた効率的な検査である｡

銀行検査の

順序
� 検査の順序としては事前準備の後, ①着手,

②現物照合, ③徴求資料の作成依頼, ④評価,

査定, 経営方針の検討その他, ⑤責任者との

懇談, ⑥検査報告書, ⑦報告書の審査と銀行

に対する示達, ⑧事後監視, 検査の行政面へ

の反映の順に検査が進められる｡

� 検査の順序として新しい銀行検査法と大き

く異ならない｡ ただし, 個別項目の内容につ

いては両検査マニュアルで部分的に違いが見

られる｡ 具体的には以下の通りである｡ ①事

前準備段階において, 新しい銀行検査法では

総合検査の実施方法として, 1) 臨検店舗, 2)

非臨検店舗の 2種類に分類した上で, 非臨検

店舗については作成された書面を臨店して確

認する実地調査店舗と臨店しない書面審査店

舗に分類してそれぞれの検査で実施すべきこ

とを規定している｡ また, 事前準備の一環と

して検査班の担当等を詳しく規定している｡

これに対して, 金融検査の要領では詳細な説

明は省かれている｡ ②検査報告書を作成する

にあたって, 新しい銀行検査法では銀行債務

者に関するエンマ帳として位置づけた, ｢債務

者整理カード｣ について詳細な説明を加え,

検査報告書とともに提出すべき重要書類とし

ているのに対して, 金融検査の要領ではこの

点に関する記述はない｡

銀行検査の

実務
� 検査の実務は, ｢現物照合｣ と ｢検査基準｣

に分けて解説され, 前者は銀行の所属する資

産を確認し, 銀行が負担すべき債務を確定す

る作業を指す｡ 後者は検査終了後の作業であ

る報告書作成上の基準を指す｡ 後者は報告書

の付表を作成する基準を含むので, 検査帳票

の作成基準を示す内容も含まれている｡

� 現物照合は 9節から構成されている｡ それ

らは, ｢現物照合の意義と一般的注意事項｣,

｢現金・預け金｣, ｢有価証券｣, ｢貸出金｣, ｢動

産・不動産｣, ｢その他の資産｣, ｢預金｣, ｢そ

の他の負債・株式勘定及び本支店勘定｣, ｢担

保品及び保護預り｣ である｡ ｢現物照合｣ は,

現金, 債権証書, 有価証券等の現品にとどま

らず, 全ての資産および負債の帳簿上の金額

を漏れなく確認する作業を包含すると定義さ

れている｡

� 検査基準は 24節から構成されている｡ 内容

は, 検査基準の意義, 一般的基準に始まり,

検査官による貸借対照表作成基準と貸借対照

表を構成する勘定科目別帳票の説明から構成

されている｡

� 検査の実務は, ｢銀行検査の実際｣ として 12

節から構成されている｡ その内容は, ｢現金預

ケ金｣, ｢有価証券｣, ｢貸出金｣, ｢担保及び保

証｣, ｢動産不動産｣, ｢その他資産｣, ｢預金,

積金｣, ｢その他負債｣, ｢内国為替｣, ｢損益勘

定｣, ｢事務取扱｣, ｢信託業務｣ である｡ ｢現物

照合｣ と ｢検査基準｣ に分けて記載されてお

らず, ｢銀行検査の実際｣ に両者がまとめて記

載されている｡

� ｢現物検査｣ の定義は明確ではないが, 各節

は, ｢現物検査｣ と ｢総合的検討と評価査定｣

で構成されていることから, 新しい銀行検査

法と同様, 現品にとどまらず, 全ての資産お

よび負債の帳簿上の金額を漏れなく確認する

作業を包含すると理解される｡

その他 � 従来から指導検査, 摘発検査が相対立する

概念として論じられた｡ しかし, いずれも検

査の目的を達成するための手段であり, 同じ

目的を別の方向から言い換えたものに過ぎな

い｡ 指導検査, 摘発検査それぞれを目的自体

と考えることに混乱の原因がある｡

� 銀行検査の権限は, 銀行法, 相互銀行法,

信用金庫法等の金融関係法規で規定されてい

る｡ 検査権限は本来大蔵大臣のみが有するも

ので, 金融検査官は大蔵大臣の検査命令を受

けて検査を実施する｡ 大蔵大臣の権限の一部

は財務局長に委任されている｡ 検査権限は司
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法上の強制捜査権や許可状を用いて犯罪事件

を調査する収税官吏の強制調査権とは異なり,

行政上の任意調査権である｡

� 検査の体系についてのまとまった記述は新

しい銀行検査法では見られず, 金融検査の要

領で初めて明定されたものである｡ その内容

は, 検査の目的から説き起こし, 検査で把握

した事実を分析検討して得られた結果を取捨

し, 軽重を定めて総合判断を下すまでの考え

方の体系をまとめたもので, 検査実務の基本

指針となるものである｡ 大きな判断基準は,

｢健全性の確保｣ と ｢公共性の発揮｣ であり,

前者はさらに, ①資産負債の構成内容, ②資

産査定と正味自己資本, ③損益, ④業況の推

移, ⑤経営管理, 株主, 役員の 5項目に分か

れている｡

� 現在の金融機関の経営規模は戦前と比較し

て拡大し, 業務内容も複雑多岐にわたってい

る｡ 公共的立場からのみでなく, 私企業の立

場からも合理的な経営管理を行う必要がある｡

このためには内部統制組織の確立とそれを実

施するための各種基準, 標準を設定する必要

がある｡ 内部統制の支柱として, 執務状況を

調べ, 批判し, 経営者に報告する機能を果た

すのが内部検査である｡ 内部検査の補完的制

度としては, 定例自己検査, 照査, 書面検査,

指定部店自己検査等が通常併用される｡ 現在

の内部検査は, 内部統制の一環としてではな

く, 不正, 過誤の発見手段として制度化され,

他の統制的手段と遊離した摘発的役割を果た

すにとどまっている｡

出典：� 山本菊一郎編著 『新しい銀行検査法』 (大蔵財務協会, 昭和 26年)｡

� 大蔵省銀行局検査部内金融検査研究会 『金融検査の要領』 (大蔵財務協会, 昭和 34年)｡

� 佐竹浩・橋口収 『銀行法』 (有斐閣, 1956年)｡
注：� ｢その他｣ の欄には, 『新しい銀行検査法』, 『金融検査の要領』 のそれぞれに独自な記載事項の要点を記す｡




